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令和５年３月13日 

◎大石委員長 ただいまから、総務委員会を開会いたします。 

（10時00分開会） 

 本日の委員会は、10日に引き続き付託事件の審査等についてであります。 

〈市町村振興課〉 

◎大石委員長 それでは、市町村振興課の説明を求めます。 

◎小椋市町村振興課長 当課から説明をさせていただきます議案は、令和５年度当初予算

及び令和４年度２月補正予算及び条例その他議案でございます。 

 まず、令和５年度当初予算について御説明をいたします。資料ナンバー②議案説明書（当

初予算）の、52ページをお開きください。 

 まず、歳入予算でございます。歳入の主なものといたしましては、一番上の７分担金及

び負担金の中の１総務費負担金といたしまして、市町村振興費負担金2,490万円余りを計上

しております。これは県からこうち人づくり広域連合等への派遣職員の給与に係る負担金

でございます。 

 また、中ほどの９国庫支出金の中の１総務費補助金といたしまして、マイナンバーカー

ド交付事務費補助金として1,500万円を計上しております。 

 次のページ、53ページでございます。14諸収入の中の１貸付金元金収入といたしまして、

自治福祉振興資金貸付金の元金収入１億4,103万円余りを計上しており、当課の歳入合計は

ページ一番下の計のとおり、約１億8,369万円となっております。 

 次に、歳出予算について御説明をいたします。54ページをお開きください。当課の歳出

予算の総額は一番上の段の２総務費にありますとおり19億3,914万円余りとなっており、前

年度と比較をいたしまして２億7,366万円余りの増となっております。 

 増となりました主な要因といたしましては、来年度予定をされております県議会議員選

挙及び県知事選挙の執行に係る経費によるものでございます。 

 当課の歳出予算は、市町村振興費、選挙管理費及び選挙執行管理費に分かれておりまし

て、まず１つ目の市町村振興費について、主な項目を右の説明欄で御説明をいたします。 

 ２の行財政運営支援費は、市町村の行財政運営について適切な助言・支援を行うための

経費でございます。 

 そのうちの２つ目の電子計算事務委託料は、普通交付税の算定に係ります委託料でござ

います。 

 ３つ目の水道広域化推進事業委託料は、後ほど報告事項にて御説明を申し上げます高知

県水道広域化推進プランに基づきまして、水道事業に係るシステム共同化など、市町村と

の効果的な検討に向けた課題の整理や情報収集など、取組に関する全体的な調整等につい

て御支援をいただくものでございます。 
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 ４つ目のマイナンバーカード普及促進事業委託料は、希望される県民の皆様がマイナン

バーカードを取得しやすい環境を提供するため、出張申請受付やサポートを実施するもの

でございます。 

 55ページをお願いいたします。１つ目の市町村等事務処理交付金は、高知県の事務処理

の特例に関する条例等に基づきまして、市町村長に権限移譲している事務の処理に要する

経費を、地方財政法の規定に基づき交付するものでございます。 

 ２つ目のれんけいこうち広域都市圏事業推進交付金は、国が定めます連携中枢都市圏の

圏域外の、特別交付税のない13市町村に対しまして、れんけいこうち広域都市圏ビジョン

に位置づけられました事業の実施に要する経費に対して、県が支援を行うものでございま

す。 

 ３つ目の市町村振興宝くじ交付金は、市町村振興宝くじの収益金を公益財団法人高知県

市町村振興協会に交付をするもので、各市町村が共同で行う事業の財源として活用をされ

ております。 

 ４つ目の市町村財政安定化資金貸付金は、佐川町に建設する新たな管理型最終処分場の

設置に伴う設備費用の市町村負担に係る経費に貸付けを行うことによりまして、市町村の

負担の平準化を図るものでございます。 

 続きまして、３の住民基本台帳ネットワークシステム事業費についてでございます。 

 ２つ目の保守管理委託料は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用及び保守に係る

経費でございます。 

 次の本人確認情報処理事務等負担金は、地方公共団体が共同して運営する組織でござい

ます地方公共団体情報システム機構の、本人確認情報の処理事務等に要する経費の負担金

でございます。 

 続きまして、次の科目、２選挙費でございます。 

 １選挙管理費の右の説明欄でございますが、まず１の選挙管理委員会費は、選挙管理委

員会の運営に係る経費を計上しております。 

 56ページに移りまして、２の明るい選挙推進事業費は、将来の有権者である小・中学校、

高校、大学等の若者を対象とした出前事業、若者と議員との意見交換会や参加型学習会な

ど各種啓発事業に係る経費のほか、公益財団法人明るい選挙推進協会に対する負担金など

でございます。 

 次に２選挙執行管理費につきましては、令和５年４月に任期満了となります県議会議員

選挙及び令和５年12月に任期満了となります県知事選挙の執行に要する経費となっており

ます。 

 主なものとしましては、右の説明欄のとおり、啓発用の広告等に要する委託料や、ポス

ターやビラなどの候補者の選挙運動に要する費用の一部を公費で負担をいたします選挙公
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営費負担金、投開票所やポスター掲示場の設置など市町村が必要とする経費を交付する市

町村等交付金、また、選挙公報印刷や投票用紙作成に要する事務費など、選挙の管理執行

に必要となります予算を計上しております。 

 令和５年度の当初予算に関する説明は以上でございます。 

 続きまして、令和４年度補正予算の御説明をいたします。資料ナンバー④議案説明書（補

正予算）の22ページをお開きをください。 

 一番上の２総務費にございますとおり、歳出予算としまして総額１億7,566万円の減額補

正をお願いするものでございます。 

 主な項目につきまして、御説明をいたします。ページ右の説明欄を御覧ください。 

 まず１の人件費について、市町村派遣職員費負担金の433万円余りの増額は、当課への市

町村からの交流派遣に係る人件費を負担するものでございます。 

 次に２の行財政運営支援費について、れんけいこうち広域都市圏事業推進交付金の357

万円余りの減額は、感染症の影響により首都圏での移住相談会等がオンライン開催へ変更

したことなどによりまして、交付対象事業が見込みを下回ったものにございます。 

 市町村振興宝くじ交付金の１億517万円余りの減額は、市町村振興宝くじの売上げ額が当

初予算の見込みを下回ったものにございます。 

 事務費の150万円の減額は、旅費の減額によるものでございます。 

 また、２の選挙執行管理費につきましては、昨年４月の香南市における県議会議員補欠

選挙及び７月の参議院議員選挙において、所要額が見込みを下回ったことによります不用

となった額を減額するものでございます。 

 令和４年度補正予算につきましては、以上でございます。 

 続きまして、条例その他議案について御説明をいたします。御手元の議案補足説明資料

の赤いインデックス、市町村振興課を御覧ください。 

 高知県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例、いわゆる番号条例の

一部を改正する条例でございます。 

 先週の金曜日にデジタル政策課のほうから御説明をいたしました、職員個人のマイナン

バーカードを本人確認事務において利用することに向けまして、必要となります条例改正

を行うものでございます。 

 カードの利用につきましては、カードに含まれます個人番号、いわゆるマイナンバーな

どの特定個人情報を利用するものではなく、マイナンバーカードそのものを認証キーとし

て活用することで、こうした利用には、いわゆる番号法の定めに従いまして、カードの利

用事務を条例で定める必要がございます。このため番号条例に必要な文言の追加を行うも

のでございます。 
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 内容については資料の下段、条例改正内容を御覧ください。現行の番号条例に、マイナ

ンバーカード、法律上は個人番号カードですが、これに係る規定といたしまして、個人番

号カードの利用と定義を追加した上で、個人番号カードの利用事務といたしまして、県職

員の本人確認事務を規則で定めることとし、右のように内容を具体的に列挙することとし

ております。 

 その他、番号条例の改正箇所を引用しております高知県住民基本台帳法施行条例につき

ましても、所要の改正を行うこととしております。 

 条例の施行時期は、カードの利用が開始される日といたしまして、規則で定めることと

いたします。 

 市町村振興からの説明は、以上でございます。 

◎大石委員長 それでは、質疑を行います。 

◎塚地委員 デジタル政策課のほうでも議論させていただいたんで、あえてですけれども。

これって職員側から、この３つの、印刷ですとか、庁舎管理ですとかをやってほしいと出

されてきたんですか。 

◎徳重総務部長 例えば、職員へアンケートをとったり、あと組合などからそういう要望

が出てきたことはありません。ただ、全国的に見てこのデジタル技術を使って、入館のと

きのパスに使ったり、認証印刷をしている例は結構出てきております。 

本県でも、県民の皆様にデジタルの技術の活用をお願いをしているところもございます

ので、県庁で何かデジタル技術を使ってできるものがないかを考えた上で、今回このよう

な取組を始めさせていただきたいと、御提案をさせていただくものでございます。 

◎塚地委員 一般的なデジタル技術と、マイナンバーカードを利用拡大していくというの

は、やっぱり質の違う問題だと私たちは思っております。この問題、世界的に見てもここ

まで個人ナンバーにいろんなものを紐付けしているような状況は、待ったがかかっている

ような各国の状況もあります。これも先進的に高知県が率先してやるという在り方が、本

当にいいのかと考えてますし。 

私どもは、何かデジタルでできることがないのかという前提でこの事業を進めようとし

ているというのは、本末転倒なんじゃないかと思っております。それは意見として伝えさ

せていただきたいと思います。 

◎上田（周）委員 れんけいこうちの都市圏ですが、中枢都市圏以外の13市町村に後期予

算を振ってますが、振り返ってみますと平成30年に協定を締結して、本県の場合34市町村

全てをカバーしてやっていきますよということで、ちょうど５年たって、第１期のビジョ

ンに基づく取組が終了し、５年度から２期目のビジョンに基づいてやっていきますという

ことで承知してます。 

県民から見て、全体34市町村で取り組んでいくというのが、どういうことをやっている
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か見えづらい部分があったのではないかと思います。事業主体はあくまで市町村ですが、

県の場合は高知市と協定を結んで強力に後押ししていきますよということがあってます。 

その辺り踏まえて、５年振り返って県として課題も見えてきていると思いますが、来年

度からまた５年取り組んでいくこととあわせて、課長としてどういうふうに、県として一

定の役割を果たすかということを。というのは、13市町村へ交付金も一財で行ってますし、

そこら辺ははっきりせんといかんと思いますが。その辺り説明を。 

◎小椋市町村振興課長 れんけいこうちにつきましては、34市町村全てで実施をするとい

うことで、なかなか事業が見えてこないんではないかというお話もいただきましたけれど

も、私としても、確かに県事業とのさび分けという部分では、区別がつきにくくなってい

るんではないかと思っているところでございます。事業の実施としましても、コロナ禍を

言い訳にするわけにはいかないんですけれども、思ったようには事業が進んでいない。特

に、地場産品の販路の拡大事業なんかも、東京圏におきまして事業者と一緒に高知の県産

品を売っていくという催しも、なかなかうまくできなかった。 

もう１つ、２段階移住。こちらがれんけいこうちとしては一番の目玉としてやっていこ

うとした部分でございますけれども、移住相談会もなかなか思ったようにもできず、オン

ラインでやっていることにはなっているんですけども、ここもうまくいっていなかったと

いう部分です。日曜市なんかはうまくいっている部分もあるんですけれども。 

 こういったうまくいかなかった部分について、県としましてどういったフォローができ

るかを一緒に考えていきたいなと思っているところです。特に地場産品につきましては、

地域本部とも連携をしまして、市町村だけではなく、県からも事業者にアプローチができ

ないかといったこともやっていきたいと思っているところでございます。 

 また２段階移住につきましても、以前に委員長からも御意見をいただいたところですけ

れども、高知市には、新たな取組を提案したいと思っているところです。移住促進課もい

ろいろ情報を持っておりますので、こういった情報を活用しながら、高知市とうまく何か

ができないかという部分は、しっかりやっていきたいと思っているところでございます。 

◎上田（周）委員 今、主に地場産品の販路拡大に力を入れていく中では、コロナ等々の

影響もあったと思いますが、個人的に私も役場の職員のときに、こういった企画部門の担

当をやったときに、広域単位で取り組む場合、結構横の連携があって、そういった企画す

るのに前向きにいけたんですが、全体になってきたらなかなか見えにくい部分があって。 

例えば、令和５年度以降、「らんまん」での高知県ブームの中でにぎわいも見えてくる

と思います。結構ノウハウをどこも持ってますので、例えば県と高知市が音頭をとって、

大きい産業祭のようなことをやって取り組んでいったら、いけそうな気もしますけど。そ

の辺りビジョンでは考えてないですかね。 

◎小椋市町村振興課長 現在のところビジョンには、そういった形のものは入っていない
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んですけれども、以前に、例えば日曜市を別の地域に持っていって、地方でやるというの

を提案もされたこともあったんですけども、今のところ実施には至っていないところでご

ざいます。 

確かに「らんまん」が始まりますので、それぞれの地域においてイベントといいますか、

観光祭、博覧会のようなものを開催していくための予算もとっておるところでございます。

こういったものの横の展開を図りながら、高知県を周遊させるような形で、一緒に産業も

盛り上がっていけばいいと思っているところでございます。我々としても、横の連携をし

っかりとできるようなフォローをやっていくべきだとは思っております。 

◎上田（周）委員 ぜひそういった横の連携で、前向きに取り組んでいっていただきたい

ということを要請しておきます。 

◎野町副委員長 大石委員長が本会議で質問をされたと記憶してますけれども、若者の投

票率の関係です。私も道端で手を振ってると、随分高校生から支持を受けて、最近上がっ

てきたかなと思ってるんですけど。でも実際日本の中でも、確か若者の投票率が最低クラ

スじゃなかったかなと記憶してるんですけど。間違ってたらごめんなさい。 

予算の中で選挙管理委員会の関わりで、事務費が200万円ぐらいあるんですかね。それ

から明るい選挙推進事業費、それからあと県議会議員選挙の経費としても、ありがたいこ

とに啓発用の広告云々ということで660万円ぐらいあるわけです。 

特に若者の投票率が20％以下とすごく低い状況になっていて、ここをがつっと上げると

いう取組が、将来にとって非常に大事なことだと思います。確か日本で最下位クラスだっ

たと記憶してるんですけれども、そこを真ん中ぐらいまで持っていこうというようなプロ

ジェクトをしっかり立ち上げてやっていくということは、県の選管にとっても非常にいい

プロジェクトだと思うんです。これには我々政治家の力不足もあると思ってて、反省はし

てるんですけれども、やっぱり若い方に関心をしっかり持っていただこうということで、

せっかく予算もとってやってるんであれば、私は成果を上げていくことが非常に大事だろ

うと思うんです。その点、どうお考えになってるんでしょうか。 

◎小椋市町村振興課長 投票率のお話をいただきました。若者の、特に18歳と19歳の投票

率はとっております。全国のほうは抽出という形で全ての数字を拾えているわけではござ

いませんけれども、例えば直近の参議院選挙で、18歳であれば40.06％に対しまして高知県

は30.27％。19歳の投票率になりますと、全国では30.66％のところに高知県は21.05％。全

国的にとっていない関係で順位は分からないんですけれども、10ポイントほど低いです。

これはかなり低いと私も感じているところでございます。 

 おっしゃるとおり若者の投票率が上がらない原因は何かというところも、過去にアンケ

ートをとったことがございます。やはり、どうしても政治に興味を持っていなかったり、

あるいは、特に若者はいろいろ遊びたいんだと思うんですけど、日曜日に投票に行って自
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分の時間を割くのが嫌だという意見が、非常に多かったところでございます。 

 特効薬的なものは難しいんですけれども、やはり、ずっと続けておりますけれども小学

校、中学校、特に高校生への、主権者教育を含めた政治に関する授業をしっかりと位置づ

けて粘り強くやっていくことを続けていきたいと思ってるところでございます。すぐに数

字は上がらないところでございますけれども、若者の投票率は昔はもっと低かったんです

けども、徐々には上がってはきているところでございますので、ここを何とか上げるよう

に取り組んではいきたいと思っております。 

 また１つ、大学生とかは住所をなかなか移さないということもありますので、ここも投

票率が低下している大きな原因の１つだと思っています。ここも何か対策ができないのか

というのも、ずっと課題として思っているところでございますので。こちらも市役所、市

町村役場とも協力しながら、何らか対策をしたいと思っておるところでございます。 

◎野町副委員長 僕は、特効薬といいますか、必ず投票率は上げるという策は持ってるん

ですけど。デジタル化の進行がこれほど来てるわけですから、携帯でぽんと押したら投票

できる。私はこれが一番の特効薬だと思ってます。ただ、これはいろんな先生に怒られる

と思いますので、個人的なお話ですけれども、私は必ず将来はそうなると思ってます。 

 その中で、私も清水の高校へ大石委員長を含めて行かせていただきましたが、高校生と

の意見交換会は大変すばらしい取組ですし、どんどん続けていっていただきたいと思いま

す。18歳の参政権ができてもう何年かたちましたけれども、先ほど課長がおっしゃられた

主権者教育を、僕たちが社会の教科書の中で習ったがちがちの世界ではなくて、アニメも

何も絡め、楽しく、選挙って面白いんだよ、世の中変わるんだよというところを、多分や

っていただいているとは思うんですけれども、そこは真剣に取り組んでいただきたいと思

っています。 

 もう１つだけ。アニメクリエイタープロジェクトというのが、官民一体で取組がされて、

産振観光で中心でやっていますけれども、ここら辺としっかりコラボをしていくことで、

随分選挙、あるいは投票行動に影響があるんじゃないかと思っていて。そういう部分も教

育委員会と連携をしながら取り組んでいく。３年間で10％、若者投票率を上げるんだとい

う取組として、アニメプロジェクトとのコラボに取り組もうとか、あるいは取り組む考え

方はないでしょうか。 

◎小椋市町村振興課長 アニメの関係、我々も今までは取り組んできていないところなん

ですけれども、いただきましたアイデアについて、教育委員会とも連携しながら、できる

ことがあるかどうか研究させていただきたいと思います。しっかり勉強させていただいた

上で、確かに選挙が身近に感じる部分もあると思いますし、また高知県はくろしおくんと

いうキャラクターもあります。これも親しみを持っていただいてる部分もありますので、

選挙に何か使えないかといったことも一緒に合わせながら、アニメという部分も研究をさ
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せていただければと思います。 

◎野町副委員長 私たちにとっても死活問題というところもありますけれども、ただ、低

迷してる投票率は、すぐには上がらないんだという考え方が僕はおかしいんだと思います。

上げなきゃいけない。民主主義の根幹ですからね。だから、ここを上げるためにどうした

らいいのかを、予算づけも含めて考えていただきたいなと思います。 

◎森田委員 選挙の投票率を上げないかんという話になったら、言わせてもらうけど。投

票場の投票環境がね、市町村振興課の所管やき言いますけどね。若い人なんかね、選挙が

どんだけ世の中を動かすかっていう大原則も、情報も知らずに、教育委員会で勉強もしゆ

うけど。 

 投票場所がじろじろ見られるき嫌やというのが大前提にあってね。特に後ろはカーテン

なしに、運筆で誰を書いたか分かるって、立会人から聞くわけよ。あの人誰かと思いよっ

たけど違うと、もうはっきり分かるわけよ。広い体育館でやりゆうわけやなしに、ごく近

くで書きゆうわけよ。立会人の目線と記入台が水平より低いきね。だけど立会人というの

は、２回も投票に来た人を見抜くだとかいろいろあって、地域に明るい人も来るわけやけ

ど、基本、若い人らはじろじろ見られることが嫌やと。カーテンの中へ入って、きちっと、

運筆を見抜かれんように書く環境をつくる。それは日本中のことやから、高知県で言うて

もいかんけど。 

 だから、上げないかんやったら、どこに問題があるのかという話も詰めて。選挙は、あ

んた方の将来を動かすよという根幹の部分も大事やけど、現場の環境も変えていかな。だ

から、デジタルで投票できるみたいな環境やったら、まずは１つ解消されるわけよね。そ

れも含めて、同じ人がずっと見ゆう、見られるがは嫌やと。そこが数ポイントはあるかな

と思う。都会は知らん人ばっかりやからね、誰が来ちゅうとか。だけど、都会と全然違う

き。誰やらの孫が来たとかいうがを見ゆうき。そんなことで、投票、２回目からはもう行

かん、あんなところ嫌やという話を、うちの娘や孫からも聞くし。１回行ったから、もう

行かんという話なんかにもなるき。高知県と全国と10ポイントぐらい違うという背景は、

具体的に若い人に聞き取る。 

 本気で、都会と高知県の投票環境のどこが違うのかも、もうちょっと詰めんと。外国な

んか見よったら、後ろはカーテンを引きゆうね。やみくもに、書きたい人もおらんのに行

け行け。投票率を上げるために行ったら、人がじろじろ見ゆうと。 

 本当は書きに行きたいのに、何に原因があって上がらんのかと。やみくもにアドバルー

ンを上げて、宣伝カーを市の選管がぎちぎち回して、やることやりゆうのになかなか上が

らんって言ったって、行きたくない環境があるのよ。皆さんが議論したき、言わずにおろ

かな思ったけど、こんな公的に言う機会がないんで。誰それなんかいう話も、 

運筆で見られよるんで。本当は立会人はそんなこと言われんけど。ちゃんと彼らも守秘義



 9 

務があるがやろうけんど、あれ見れるきね。そんなことも頭に入れて、投票率を上げて、

民主主義の根幹部分、みんなが参加して次の時代をつくっていく。そこら辺が大事なこと

やから。投票環境を改善していくことも、真剣に考えないかんと思います。デジタル投票

も１つのツールかなと思いますよ。 

◎小椋市町村振興課長 確かに投票率を一概に上げるだけというのではなく、何が原因か

ということをしっかり分析させていただきたいと思っております。特に投票環境に関しま

しては、投票立会人もずっと同じ方がやられているということも背景にあるんではないか

と思います。その部分も市町村ともお話をさせていただきながら改善をしていく形で、で

きることをしっかりと検討させていただきたいと思っております。 

高校生の御意見なんかも１度は取ったんですけど、それ以来取っていませんので、また

アンケートも取らせてもらいたいと思っております。その部分、選挙管理委員会としても、

何がいけないのか、どういった改善ができるのかということをしっかりと研究をさせてい

ただきたいと思っております。 

◎塚地委員 主権者教育、私も明るい選挙推進委員会の皆さんの若者との座談会って、基

本的には参加させてもらってたり、高校の主権者教育の場にも参加させてもらったりして

いて、そこで高校生に、自分たちが主権者だと思ったことはありますかと聞いたときに、

基本的に皆さん「ない」とおっしゃるんですよね。主権者として自覚した場面がないとい

う答えが返ってくるのがすごく驚きで。そういう日常的な学習とか教育がない限りは、主

体的に関わろうということにはならないんだなと思います。 

先ほど、高校生へのアンケートも取ってみようかという前向きなお話があって、ぜひ、

高校生の皆さんが政治をどう考えておられるのかという視点も入れていただいて。選挙管

理委員会としても、投票率を上げるという目的はすごく大事なことなんで、頑張っていた

だけたらなって思います。 

◎小椋市町村振興課長 教育委員会とも連携をさせていただきながら、我々としても出前

事業とかもやっておりますので、そういった部分で、政治がどういうことかを身近に感じ

ていただけるように、いろいろと取組を進めてまいりたいと思います。 

◎大石委員長 今、野町副委員長から御紹介をいただきましたけど、私、質問もさせてい

ただきました。私は平成19年に初当選して、最初の議会で主権者教育の質問をしたんです

ね。17年ぐらいたつんですけれども、そのときの御答弁と今の小倉課長のお話と、全く変

わってないといいますかね、投票率もずっと下がってきてるし。出前授業も、もちろん重

要なことではありますけれども、出前授業を受けられる子どもたちが全体の何％いるのか

というと、ちょっと厳しく言えば海に目薬垂らすみたいなものしかないんじゃないかなと。 

 この間の本会議の御答弁も、特効薬はないととか、最後も「政治参加をお願いしたいと

思う」という。この「お願いしたいと思う」という答弁にはすごく違和感を感じたところ
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で、お願いするということ自体が、既に上から目線といいますかね。そもそも投票という

のはお願いするものではなくて、本来自発的に若い世代の皆さんが参加しなければならな

いと思うべきものであって、お願いするというのは、既に主体的ではないということにな

りますから。そういう感覚自体が少しずれてるんじゃないかなと、本会議場で思いました。 

 そういう中で、野町副委員長が言ったお話が非常に本質的な話で、この投票率の問題と

いうのは、やはり選挙管理委員会だけで対応できる問題でも、考えられる問題でもないと

思います。今、デジタル化の話とかもありましたけれども、そもそもなぜ投票に行かない

かという中で、この間の御答弁では、社会を変えられるという実感がないということが大

きいという御答弁ありましたけれども、これは非常に重要で、若者の投票率が９割近いス

ウェーデンとかでは、社会を自分たちが変えられるという意識も高いという結果が出てま

す。それはどうしてかといいますと、若いときから青年団体とか、そういう活動に対して

活動費を公費でしっかり負担をして、社会参画を小さいときから常々させるという仕組み

が出来上がってるからそういう意識になって、だから投票率が上がると。ということは、

これはまさに県行政自体の問題になりますから。そういう中長期的な計画を立てるために、

野町副委員長が冒頭言ったような、部局横断的な形でプロジェクトチームを位置づけてつ

くるということをやっていかないと。そしてＰＤＣＡをしっかり回していかないと。19年

前から主権者教育だと言ってるわけですし。 

 それから、選挙投票率の問題が出るたびに、啓発を頑張りますということですけれども。

その啓発も予算使って毎年やってますけれども、恐らく、それがどれぐらいの投票率向上

とか、効果につながったのかという分析もできてないんじゃないかと思いますけれども。

それも大本は、そういった全体的な戦略を立てるチームがないからじゃないかと思います

が、そういった議論は、そもそも今までされたことがあるのか。これは市町村振興課だけ

の範疇ではないような気もしますけれども、全体的なことになりますけれども、課長に見

解をお伺いしたいと思います。 

◎小椋市町村振興課長 確かに、主権者教育に関してもそうですし、選挙啓発についても

そうですけども、私も10何年前から選挙管理委員会、一度いたことがありますけれども、

大きく変わっているわけではないです。出前授業なんかの数はかなり増えているんですけ

ども、確かに全部の生徒にやっていただいているわけではないですので、そこの部分にも

問題があるんではないかとも感じているところです。 

 若い方々が政治を身近に感じるためには、どうすればいいかというところですけども、

やっぱり政治に参加するしかないと思っています。部局横断というお話も出ましたけど、

それも私としても感じているところはあります。そういった部分を、なかなか市町村振興

課だけではできない話にはなってはきますけれども、何らかの形で若者を政治参加させる

といったことができないのかといった声も我々から、選挙管理委員会からも、御協力をい
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ただくことができないかといったこともやってみたいと思っているところです。 

 18歳、19歳の方は、すぐ大学生になってしまって県外に行ってしまったりするパターン

も出てくるかと思うんです。中学高校のときにしっかりと、この政治参加という部分を肌

で感じてもらうことをやっていくということを、県としてしっかりやることを考えていき

たいと思っていますし、選挙管理委員会としてもやるべきだと思っています。引き続きい

ろいろ御助言いただきながら、努力させていただきたいと思っております。 

◎大石委員長 政治参加というのは、イコール社会参加だと思いますし、そういった意味

では、学校での教育はもちろん教育委員会と連携してやったらいいと思いますけど、当然

家庭とか、社会の中でそういうことを促していくことも、非常に重要な観点だと思います。

県全体で取り組めるようなことも、ぜひ御検討いただいて。あるいは私たち県議会も、協

力し合いながら一緒にやっていけるような仕組みを考えていければと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 これで質疑を終わります。 

 市町村振興課を終わります。 

〈管財課〉 

◎大石委員長 次に、管財課の説明を求めます。 

◎塩見管財課長 令和５年度一般会計当初予算案の概要について、御説明いたします。資

料ナンバー②議案説明書の63ページをお開きください。 

 まず歳入の主なものについて、御説明いたします。中ほどの８使用料及び手数料の１総

務使用料、（１）庁舎等使用料につきましては、管財課が管理しております本庁舎、西庁

舎、北庁舎における目的外使用許可に係る使用料収入でございます。 

 次に９国庫支出金の１総務費補助金、（４）管財費補助金につきましては、庁舎営繕費

に充当いたします、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金でございます。 

 次の10財産収入の１財産貸付収入、（２）職員宿舎等貸付料につきましては、知事部局、

教育委員会などの職員宿舎の貸付料収入でございます。 

 64ページをお願いいたします。１行目の（９）普通財産貸付料につきましては、当課で

所管しております普通財産の貸付料収入でございます。 

 次の２利子及び配当金の（23）証券利子収入につきましては、当課で所管しております

みずほフィナンシャルグループの株式の配当金収入でございます。昨年度と比較いたしま

すと１億2,800万円余りの減額となっておりますが、これは四国電力の株主配当金が、令和

４年度は中間、期末とも配当が見送られ、今後についても先行きが見通せないことから、

歳入として見込まなかったためでございます。 

 次の14諸収入の５総務部収入、（12）管財課収入につきましては、職員駐車場の利用料

収入等でございます。 
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 最後の15県債の１総務債、（２）庁舎整備等事業債につきましては、庁舎の営繕工事や

電気自動車の購入に係る一般単独事業債でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。65ページをお願いいたします。主な内容につき

まして、右側の説明欄に沿って説明いたします。 

 12管財費の２管財総務費でございます。 

 66ページを御覧ください。２行目の事務費は、文書の収受や発送、設備保守管理などの

業務に従事する会計年度任用職員８名分の報酬や、管財課で集中管理を行っております公

用車33台の維持管理費、またその更新に伴い電気自動車を購入する経費などでございます。 

 次の３財産管理費は、県有財産の管理や処分等を行うための経費でございます。 

 最初の船舶等損害保険料は、漁業取締船や浮魚礁など県有船舶等34件について、事故や

災害といった不測の事態に備えるための保険料でございます。 

 次の県有施設災害共済基金等分担金は、県営住宅や職員住宅、庁舎など県有施設の火災

等に備えるための保険料でございます。 

 次の財産管理システム再構築等委託料は、令和２年度に再構築を行いました財産管理シ

ステムの保守管理に係る委託料でございまして、令和６年度までの債務負担行為の議決を

いただいているものでございます。 

 ２つ飛ばしまして、県有資産等所在市町村交付金は、国有資産等所在市町村交付金法に

基づきまして、県営住宅や職員住宅など、県以外の者が使用する県有財産が所在しており

ます市町村に対し、固定資産税にかわるものとして、固定資産税の標準税率と同じく、台

帳価格の100分の1.4に相当する金額を交付するものでございます。 

 ４庁舎管理費は、本庁舎、西庁舎及び北庁舎等の維持管理に要する経費でございます。 

 最初の清掃等委託料は、本庁舎等の清掃業務のほか、一般廃棄物、不燃物等処理業務や

害虫等駆除業務などに係る経費でございます。 

 次の警備等委託料は、本庁舎等の警備業務をはじめ、駐車場整理業務や永国寺ビルの機

械警備業務の委託に係る経費でございます。 

 次の設備保守等委託料は、庁舎の空調機をはじめとします機械設備等の保守業務のほか、

電気工作物、自家発電設備などの保守管理業務や、建築基準法で定められております建築

物及び建築設備に係る保守点検業務の委託に係る経費でございます。 

 次の電話料金請求集計システム保守等委託料は、所属ごとの電話料金を集計するシステ

ムの保守管理に係る経費でございます。 

 67ページをお願いいたします。設計等委託料の主なものは、西庁舎の照明設備の改修工

事設計委託業務でございます。前回の改修工事からおよそ20年が経過し、設備の更新時期

を迎えていること、また、政府の方針でＬＥＤ化率100％を目標としていることを踏まえま

してＬＥＤ照明に改修し、庁舎電力の省エネ化を図るものでございます。令和５年度に設
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計委託を実施し、令和６年度に工事を行う計画としております。 

 次の庁舎管理システム構築等委託料は、金曜日のデジタル政策課の審議の際に御説明い

たしました、マイナンバーカードを利用した職員認証基盤と連携した、本庁舎執務室、会

議室の鍵管理システム、及び本庁舎、西庁舎の入退庁管理システムの構築と、その運用保

守に係る経費でございます。 

 次の庁舎営繕工事請負費について御説明いたします。ここに詳しい記載はございません

が、来年度は３つの営繕工事の予算を計上しております。１つ目は、本庁舎敷地内に太陽

光発電設備を新設する工事でございます。県の脱炭素社会推進アクションプランに位置づ

けられておりまして、オール高知での取組を推進する上で、県庁の率先垂範として、本庁

舎敷地内に太陽光発電設備を設置するものでございます。今年度に実施しました設計業務

では、発電設備の計画規模をおよそ30キロワット程度と見込んでおりまして、発電した電

気を本庁舎内で利用することで、約２％のＣＯ２排出量を削減する効果が期待できます。

なお工事の完成は令和６年１月を予定しております。 

 ２つ目は、議会棟エレベーターの改修工事でございます。設置から24年が経過し、耐用

年数を超過しておりますので、設備を更新するものでございます。予算は債務負担行為の

現年化でありますことから、工事の請負契約は先月27日に締結し、現在は設備の部品製作

に取りかかっております。工事中はエレベーターが利用できなくなりますので、議会会期

中を避け、令和５年６月定例会後に着手し、８月中に完成できるよう計画をしております。 

 ３つ目は、本庁舎の予備発電機の改修工事でございます。本庁舎には、停電の際に電気

を供給する非常用発電機が１基設置されております。その発電機の点検中などに補助用と

して使用いたします発電機が耐用年数を超過していることから、更新を行うものです。予

算は債務負担行為の現年化でありますことから、工事の請負契約を先週締結いたしまして、

10月中の完成を予定しております。 

 このほか、庁舎営繕工事請負費につきましては、機構改革に伴う執務室の改修や、庁舎

設備の維持修繕のための工事費を計上しております。 

 ２つ飛ばしまして、管理費につきましては、本庁舎等の光熱水費のほか、日常的な庁舎

の修繕費用などを計上しております。また、デジタル政策課の審議の際に御説明いたしま

した、県庁ワークスタイル変革プロジェクト予算の一部といたしまして、モデル職場にお

いて、場所や紙にとらわれない働き方を推進するための、環境整備に係る什器の購入経費

を計上しております。 

 最後の、県有建築物南海トラフ地震対策基金でございます。県有施設の耐震化を進める

ための基金の管理に当たりまして、例年、運用益を積み立てる予算を計上しておりました

が、令和５年度に実施されます高等学校振興課の施設整備費に、基金残高を全て充当する

予定でありまして、令和５年度には運用を行わないことから、予算額がゼロとなっている
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ものでございます。 

 管財課の令和５年度当初予算額は総額で11億152万1,000円、前年度当初予算と比較いた

しますと、率にして16.8％、１億5,800万円余りの増額となっております。 

 当初予算は以上でございます。 

 続きまして、令和４年度の補正予算について御説明いたします。資料ナンバー④、議案

説明書の26ページをお願いいたします。 

 まず、歳入予算でございますが、９国庫支出金の１総務費補助金、（６）管財費補助金

につきましては、北庁舎の照明設備改修工事に、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を充

当することになったため計上するものでございます。 

 次の14諸収入の５総務部収入、（13）管財課収入につきましては、電気自動車の購入及

び充電設備の整備につきまして、当初は地域活性化事業債とあわせて、国の補助金を活用

する予定でございましたが、併用できないことが判明したために国費を減額するものでご

ざいます。 

 次の15県債の１総務債、（３）庁舎整備等事業債につきましては、国の交付金の活用な

どにより起債額を減額するものでございます。 

 27ページをお願いいたします。歳出予算でございますが、右側の説明欄の１管財総務費

につきましては、電気自動車の購入における入札残と旅費の執行残による減額でございま

す。 

 ２庁舎管理費の庁舎営繕工事請負費につきましては、入札残に伴う減額でございます。

それぞれ合わせまして、歳入で説明をいたしました財源の更正を行っております。 

 以上で、管財課の説明を終わります。 

◎野町副委員長 それでは質疑を行います。 

◎上田（周）委員 本庁舎太陽光発電の新設工事で30キロワットという、２％のＣＯ２削

減で説明がありましたが、この１億6,000万円の中で工事費は幾らぐらいです。 

◎塩見管財課長 太陽光発電の設備新設工事は、そのうち8,300万円余りとなっておりま

す。 

◎上田（周）委員 30キロワットいうたら、１家庭で大体４キロワットですから、まあ７、

８軒ぐらいかなということで、割り戻したら結構高額と思いますが、例えばその工事で、

災害時に電源を確保して備えるとか、いわゆる蓄電池も一緒に工事費の中に入っていると

かで高額になっているんですかね。そこだけ知りたいがです。 

◎塩見管財課長 蓄電池は、今回導入はいたしませんでした。実は、産業用の蓄電池もか

なり高価なものになります。蓄電池を備えておいて、例えば日中発電した太陽光で夜間電

気自動車に充電するとかもいろいろ想定はいたしましたけれども、どうもコスト面でなか

なか折り合いがつきませんでしたので、通常の庁舎の使用電力にそのまま流していくとい
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う形を想定しております。 

◎上田（周）委員 ということは30キロぐらいで、8,300万円いうたら妥当の額という認識

でいいですか。個人的にすごい高価格と思ってましたので。 

◎塩見管財課長 一般家庭の工事と比較しますと、こういった規模の大きなものについて

は、どうしても割高になってしまうというところがあります。例えばパネルが産業用のパ

ネルであったり、発電した電気を庁舎に引き込む配線等も複雑で距離が長くなるというよ

うなこともあります。あとは公共工事ということもありますので、一般家庭の工事からい

うと割高な部分はあるかとは思いますが、こういった公的施設の工事においては、妥当な

金額となっております。 

◎黒岩委員 財産管理費ですが、本年度の県有財産の処分状況と、来年度の計画等々はど

んな状況か教えてください。 

◎塩見管財課長 今、手元に正確な金額を持っておりませんが、今年度は１件、四万十市

の入田にありました元職員住宅が売却できております。あとはもう年度内はないかなと。

来年度につきましては、今現在入札等の調整がつきそうな物件につきまして、所属と調整

中になっております。また、売却処分が進むような物件があれば、一般の入札にかけて売

却を進めていくという形になっております。 

◎黒岩委員 一時期、相当売却をされてきたと思うんです。実際今後の方向性として、そ

れぞれ担当部で判断をすると思うんですけれども、今の状況としてはどんな感じですかね。 

◎塩見管財課長 従前からこういった、もはや使用目的が見込めない物件についての処分

を進めてきておりまして、それなりの買い手がつくような物件は、もうほぼ売れてきてい

るというのが実感です。さらにまた使用見込みのない物件が追加されたときに、そこが市

場とマッチして買い手がついて処分されていくことはあるかもしれませんが、従来から残

っているものは、なかなか買手がつかないという現状があります。随時ホームページでも

入札ということで御紹介もしておりますし、売却に至らなくても、例えば公的に、他の市

町村等が何か貸付け等で利用する目的があれば、またそちらの御相談にも乗っていくとい

う形で対応はさせていただいております。 

◎三石委員 管財課収入のところの、1,059万円ですかね、職員の駐車場のことを言われま

したけど。その現状はどういうような状況なのか、どのぐらいの職員が利用しておるのか、

駐車料金はどれぐらいなのかということを含めて、詳しく説明していただいたらと思うん

ですけどね。 

◎塩見管財課長 管財課収入1,059万円のうち、職員駐車場収入が750万円余りとなってお

ります。これは本庁舎だけではなく、出先等も含めた全ての職員駐車場の収入ということ

になっておりまして、料金につきましては、それぞれの土地価格から算定するような状況

もあり、それぞれ規則で決まっておりまして、庁舎ごとに異なっているということになり
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ます。駐車場別の内訳というのは、今、手元に資料がございません。 

◎三石委員 本庁でどのくらいの職員が利用して、どのくらいの料金かいうようなことも、

今分かんないわけですか。 

◎塩見管財課長 庁舎ごとの内訳という形では、今手元にございません。 

◎三石委員 庁舎ごとじゃのうて、個々の、本庁も分かんない。 

◎塩見管財課長 ステッカーの配布という形で利用させていただいているんですけれど

も、ステッカーの配布枚数は、今手元に持っておりません。申し訳ございません。 

◎徳重総務部長 今手元にはないんですけれども、戻ればあるようですので。後ほど数字

をお出しさせていただきたいと思います。 

◎三石委員 何で聞いてるかいいますとね、やっぱ車で通勤したい。けれども本庁の駐車

場の枠がない。そしたら民間のところで駐車場を借りて、払わないかんわけですよね。そ

こら辺り、どういうことなのかをもう少し知りたかったわけですね。それは車でなくて、

自転車で通勤することも、それは理想でしょう。電車で来ることも、バスで来ることも理

想。できたらそうあってもらいたいんやけれども、そうでなくて、どうしても車で来たい、

けれども台数に限りがある。その実態が知りたいんでね。 

◎塩見管財課長 希望される方にはステッカーという形で配布しておりまして、それが駐

車許可証ということで、ステッカーを貼っている者は、後ろの職員駐車場を利用できると

いうことになっておりますが、ステッカーを配布した枚数分、駐車場の枠が構えられてい

るかというと、そこは難しく、実は早い者勝ちになっている現状にはございます。どうし

てもこの敷地内に、たくさんの駐車場を構えることができない。例えば、外来者の駐車場

は確保しないといけませんし、また出先機関の公用車をとめるための駐車場も確保しない

といけないということもあります。現状、職員駐車場を、車で来られている台数分用意す

るということはできないので、もう随分昔からそういった運用でお願いしてきているとい

う実態にございます。 

◎三石委員 昔からそういう運用ということも分からんじゃないですけれども、不公平感

も出てこりゃせんろうかという気もする。通勤をする場合やったら、補助というかが出て

ると思うね。民間の駐車場を借りざるを得ない、その辺りの補助とかはどうなっとるのか

な。補助なんか出ずに、自分で払わないかんの。通勤旅費だとか、その辺りどんなになっ

とるんかな。 

◎徳重総務部長 自家用で通ってらっしゃる方への専用の通勤手当というのは特にはない

という状態です。 

◎寺村行政管理課長 通勤手当として、自家用車で通ってる方に出ておりますが、その駐

車場を借りていることに対する補助的な手当てはございません。 

◎徳重総務部長 三石委員がおっしゃるのは、恐らく我々の庁舎内の駐車場にとめる許可
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書をもらってるにもかかわらずとめられない人がいて、その分民間のほうに、高い金額で

とめざるを得ないからというところで、不公平感がないかということかと思います。どれ

ぐらいの人がとめれてないかというところは、正直把握はできていない状況でございまし

て、どれぐらい職員の庁舎内での駐車のニーズがあるかというところも、聞けている状況

ではないところがございます。 

 ただ、先ほど課長から申し上げさせていただいたように、県庁が市内の１等地にあって

広いスペースを確保することができないといったところで、できるだけとめたいというニ

ーズにも応じられる形で、現在のような運用をさせていただいているところでもございま

して、このやり方が定着はしてきているところではございます。委員からの御指摘は、１

つ研究材料とはしておきたいと思っております。 

◎三石委員 その程度でええですけどね。一遍その辺りの実態調査というか、職員の思い

というか、こういうふうにしてもらいたいとか、そんなことも調べておいたらどうでしょ

うかね。長年こういうことをやってるからということじゃなくてね。そうせな、とめたい

けれどもとめれない、とめれなかったら民間のところで借りて払いなさいと。それが嫌な

らバス、自転車で来なさいというようなことになってくるわけやけども、その実態を把握

しておく必要もあるんじゃないでしょうかね。 

◎塩見管財課長 確かに、ここ数年そういったことをやったという形跡もございません。

また職員の駐車場に関してはニーズ調査と、あとは他県の状況等も調査させていただきま

して、何か手段はないかは検討させていただきたいと思います。 

◎野町副委員長 三石先生にも大変いい御提案をいただいて、本当に感動しております。

私も７年間、安芸から本庁に通いました。実は数年間、民間の駐車場を借りてまして。市

営のグラウンドの近くから、ずっと雨の日も歩いて、毎月２万5,000円払ってました。こっ

ちにとめると当時は500円ぐらいだったかと思うんですけど、その差額って何だろうって、

本当に考えてました。家計にも大きく影響しましたし。そういう方々がステッカーを求め

て手を挙げてあそこへとめるんでも、当時は、６時半に着いてないと置けないんですよ。

今もそうなんだろうと思いますけれども。恐らくステッカーの枚数は、1.5倍から２倍、あ

るいは３倍ぐらいあるんじゃないかと。それを知らないというのは、僕はびっくりしまし

たですけどね。これはいかんですよ。ステッカー配布してるのに、とめられない方々がた

くさんいらっしゃるということだと思うので、それはいかんと思います。 

 それはぜいたくな話だと県民から言われるのかもしれませんけれども、遠くから県庁に

通ってて、モチベーション高く仕事をするためには、その不公平感をなくす。朝早く夜遅

くというよりも、しっかり民間を借りれて、例えばここにとめられるのと同じぐらいの値

段で対応ができるという、通勤手当へのプラスアルファという形でやってあげるのは、職

員にとっては物すごくプラスになることなんじゃないかな。県民の皆さん方に御理解がい
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ただけるかどうかというのは、また別の問題かもしれませんけれども。 

 私が現役でおる10数年前に、ただでとめてられた出先機関の駐車場も500円取るようにな

りました。これは議会の先生方の御提案もあったのかもしれませんけれども。 

 とめたいのに、ステッカーは配っているのにとめられない。民間で借りて、全然違う金

額を払わなければならないという。私はそこは、職員のモチベーションからいうても随分

違うんじゃないかなと思います。先生の御提案をぜひ実践していただいて、また手当のこ

とも考えていただけたらいいかなと思いました。 

◎徳重総務部長 今、副委員長からの御指摘ではございますけれども、もちろん職員の手

当関係というのは官民の公平のバランスとかを考えて、国制度との比較もしなければなら

ないところでございます。一律に民間の駐車場代の補助というのは、正直申し上げると、

制度的なものに加えて、どれぐらいの人数が必要になるかとかいう財政上の問題が重いも

のだと思っております。 

 また、全国の状況などを見ると、恐らく2000年代に入った辺りから職員の駐車場を県庁

周辺に用意するというのはいかがなものかという論調が広がってきて、もともと県庁とい

う庁舎自体が県内の１等地にあることもあって、そこに職員用の駐車場を構えておくのは

どういうことかという議論は結構あって、全国的には廃止するところもあったわけでござ

います。 

 ただ本県では、そういった経緯もありながら、できるだけバランスのとれる形で、今ま

でそのようにさせていただいてきているということもありますので、そこはよく考えて、

対応しないといけないところかとは思います。 

◎森田委員 関連ですがね。それは部長の答弁された御判断も、民間センスで当然と思う

よ。通勤事情を勘案したら、あなたも一応権利があるね、だけど本人で努力しなさいよ、

６時には来んととめられませんよ、それが嫌なら、市中の駐車場をお借りする。もうそれ

は当たり前で。学校なんかどっさり余地があるところでただで置きゆう人、その隣に駐車

場を月極で借りゆう人なんかいっぱいあったんで。だけど学校の先生についても500円はい

ただく。そういう、随分深く考えた挙げ句やと思うで。使いようもない土地が裏のほうに

あって、けど便宜を図ると。金を別途に予算化して用意するとかいう話では、絶対ないと

思うね。それがために給与ベースなんかでも随分反映もされちゅうし、通勤手当もあるし。

それは考えないかんところと、僕は思うよ。 

 上田委員が言われた、その再エネ時代に備えて、こういうふうな非常用電源を構える。3

0キロワットで6,000万円、7,000万円とか言いましたよね。非常に割高やなと思います。設

備の規模が大きいから高いとか、大きかったらましてや安いかなと思うわけですけど。 

 僕個人の話だけど、最初交渉したときに、４キロで800万円ぐらいと言いよったのよ。と

ころが別の企業で、全然設備は同じように20年もつけどって、それが200万円になって、結
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局200万円で措置した。800万円が200万円にディスカウントするような。蓄電池つけずにね。

蓄電池って非常に高い。だから、こんな30キロワットの蓄電池構えると、設備年限からい

うとめったに使わんのに、非常にハイコストになってくるき。 

 これから再エネ時代で、県の出先機関も余った屋根だとか駐車場、いろんなところへ用

地があったらつけていく時代になるかも分からんけど、市中感覚からすると非常に高いね。

どんな入札をされてここへ落としたのか分からんけど、一般感覚からいうと非常に高い。

入札なり何なり、公的配慮はあった上でのことやと思うけど、それでもね。２級品という

のかね、同じ耐用年数で、能力も同じやのに４分の１ぐらいになるのよ。 

 株主だから四国電力とあうんの呼吸もあるかも分からんけど、税金の適正使用も含める

と、内容を聞いたら割高感があるなと思いました。今後、再エネ時代がどんどん進んでい

って、出先もつけていく時代が来ると思うたら、ここら辺もしっかり。同じ内容だったら、

うちはこんだけで出来ますよという市中感覚を身につけないかんなと思いました。 

 それとさっきの選管。部長が総務省へいずれ帰られると思うとね、選挙の記載台が後ろ

から丸見えなんかいう。個人情報の保護だとか、あるいは基本的人権だとか、守秘義務と

かからすると、言いゆうこととやることが全然違う。それでおって投票率が上がらないと。

上がらないことの１つ、５ポイントか10ポイントかあると思うけど。見られるき嫌とか。

あそこの投票場へ行かんでも今は期日前投票なんかの方法もあるけど、記載台が低うて後

ろから見えると。高知県議会で幾ら話してもいかんけど、メッセンジャーが、部長がおい

でちゅうき。民主化を言うんやったら、個人情報だとか基本的人権とか言うんやったら、

そこら辺に配慮がないと。ということをもう１回つけ加えて私は発言を終わります。 

◎徳重総務部長 太陽光につきましては、クーラーとかで話題になってたかと思うんです

けれども、例えば屋内体育館とかにつけるときに、業務用でつける場合と、家庭用のクー

ラーをつけるときでは、業務用と一般家庭用では単価が違うというところもありまして、

単純に家庭用の出力とを何倍かした金額と一緒にならないということがあるのは、皆さん

御承知のとおりかとは思います。今回の金額は、あくまで予算で提示させていただいてる

もので、必要な見積り等はとらせていただいた上でお示しさせていただいております。 

 ただ、もっと金額が下がっていけば、それは我々としても望ましいところでございます

し、出先機関とかでもこの太陽光を広げていけないかというのは、我々の中でも持ち合わ

せているプランではございます。そういったところに広げていくには、もちろん安く調達

できることがいいというところでございます。まずは今回初めての設置になりますので、

そこで導入させていただいた金額を見て、ほかのところにもどれだけ広げていけるか検討

させていただきたいと思っております。 

 選挙のお話でございます。市町村課長に当てて、部長に当てなかったのは、総務部の所

管外だということで、選挙管理委員会の事務局である市町村振興課長に答弁を求めていた



 20 

だいてたとは思うんですけれども、選挙の記載台のお話が出ましたので。もちろん投票の

立会人の制度というのは、選挙の大原則である投票の秘密をいかに担保しながら、一方で

立会人制度を設けている趣旨でございますので、そことのバランスを国の中でもしっかり

と考えていただくように、必要なところを私でも認識はした上で、高知県としても必要な

制度改正があれば、提言をしていきたいと思っております。 

◎野町副委員長 確認しておきたいと思います。先ほどの職員駐車場の件で、私の言った

のは過去の職員としての思いでありまして、県民の目線で見るとどうなのかというのは、

確かにありますからという、前段としてお話しさせていただいたと思います。三石委員が

最初におっしゃったように、そこら辺の実態調査というのはしていただくというお答えだ

ったと思いますけれども、そのことは確認をしておきたいんですけれども。 

◎塩見管財課長 今、現在この本庁舎、西庁舎、北庁舎に車、自家用車で通勤している職

員数と、私どもの駐車場を利用するということでステッカーの配布をしている職員数と、

実際、駐車場の枠でそれがどれぐらいの割合になるかというところ、あとは職員の希望で

やニーズについては、また今後調査をさせていただきたいと考えております。 

◎野町副委員長 また御報告もいただければ、大変ありがたいなと思います。 

 ②の66ページのほうで、黒岩委員から御指摘をいただいた、財産の処分のお話がありま

した。令和４年度には１件処分をされたということでありますけれども、中段から下のほ

うにあります県有資産等所在市町村交付金ということで、いわゆる固定資産税に替わるも

のをそれぞれ出してるんだと。約２億8,000万円あるわけですけれども。それぞれの施設が

だんだん統合縮小をしてきているわけです。教育委員会に関わるところと思うんですが、

学校の統廃合が大変進んでおりますよね。ここは所管ではないんでしょうか。 

◎塩見管財課長 そこは教育委員会のほうの所管になりました。 

◎野町副委員長 分かりました。ではそれで結構です。 

◎加藤委員 駐車場の件、少しつけ加えさせていただきたいんですけれども、庁舎の駐車

場にとめれた方と、とめれなくて民間を借りざるを得なかった方と、ここの不公平感が非

常に大きいんではないかという印象の御質問もあったと思います。現実的にどれぐらい負

担をいただいているのか、民間と庁舎にとめたとき、どれだけ経済負担が出てるのか。そ

の辺り少し答弁をしていただいたほうが、感覚的に理解しやすいと思うんですが。 

◎塩見管財課長 庁舎近辺の民間の駐車場料金というのはデータを持っておりませんの

で、感覚的なものも含めて、まとめてお返しさせていただけたらと思いますが。 

◎加藤委員 言い方を変えますけれども。民間の単価が分からないにしても、庁舎にとめ

れた人たちが、著しく得をしてるんじゃないかというような印象を持ってしまう面もある

かと思います。庁舎にとめる場合に、どれぐらいの負担をしていただいているかというと

ころだけでも、答弁をしておいたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども。 
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◎塩見管財課長 正確な記憶じゃなくて申し訳ございません。もし間違っていたら、また

後ほど訂正させていただきますが、本庁舎の場合、駐車場料金を月1,000円いただいており

ます。 

◎三石委員 スペースはどればやろね 

◎塩見管財課長 １台分。 

◎三石委員 １台やけど、なんぼぐらい。合計 

◎塩見管財課長 台数にして、たしか70台程度だったかと記憶しておりますが。 

◎三石委員 ぐらいとか、そうじゃのうてやね。管財課でしょう。そのぐらいの台数、ど

ればあ本庁にとめれるか。そればあの数字分かってないといかんで、それは。 

それぐらいのとか、そんなざっとした答弁ないぞ。調べんかすぐ。私はそう思いますよ。

調べていただきたい。この場で答弁してくださいや。そんなええ加減なことじゃ駄目だわ。 

◎徳重総務部長 至急確認して御答弁させていただきます。 

◎大石委員長 駐車場の問題で、朝早く来た方がとめられるということで、早い方は６時

とかに来られると思うんですけども。始業時間までの間、庁内にいるわけですけれども、

その場合は早出の申請というのは、通常されているもんなんですか。 

◎塩見管財課長 それぞれに応じてということだと思います。早く来られる方の中には、

早出の時間帯に勤務するという申請をされた方が、早く来られてるということであって。

駐車場に置くために、早出に来られているということではないとは思います。中には早出

の人もおいでるでしょうし、通常の時間体の方は人それぞれといいますか、車の中で一休

みされてる方なんかもいるとお聞きしております。 

◎大石委員長 その間、仕事はするけど、早出も残業もつけないみたいな方もいらっしゃ

るんですか。 

◎徳重総務部長 基本的に駐車場に早くとめるために来た場合、仕事をしていなければ、

当然時間外の対象にならないです。早めに来る方は仕事ではなくプライベートで、自分の

車内で始業までの時間、体を休めていたりとかに使っている場合が多いと聞いています。 

◎大石委員長 デジタル化の関係で、リモートとかいろんなことがあって、出勤する職員

の数もこれから変化があると思うんですけれども。70数台と、今正確な数字をお調べいた

だいていると思うんですけれども、職員の数もこれから増えていくことはないという中で、

全体の計画みたいなものはあるんですか。不足感が緩和されていくのかということは、あ

るんでしょうかね。 

◎塩見管財課長 実情から言いますと、少し働き方が変わっていくという程度では、なか

なか解消はされないのではないかと感じております。ただ、物理的に駐車場を広げるとい

うことは、面積的にも無理ですし、立体駐車場をつくるというようなことも、この敷地内

ではなかなか工事が難しく、できないという状況にございます。一方、この県庁の周辺に
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は民間の駐車場も結構ございますので、そういったもの等を利用しながら、やっていただ

くしかないのかなというところであります。 

◎森田委員 駐車場に置く権利のステッカーをもろうちゅう人なんかは、帰りたいときに

すぐ帰れん。ぎちぎちに詰められちゅうわけで、そういうリスクもあるわけよね。朝来た

ところが満杯で置けんかったら、外の時間割の駐車場に置き換えるわけで、それは割高よ

ね。その前段階では、あなたは本当に遠いところやねと、あんたでもステッカーの権利を

与えましょうと。何段階かそうやってリスクを承知でやりゆうというところもあるんやし。

それから民間感覚も当然、大前提にあるはずやし。 

 だけど、三石委員が言われたけど、一番基本というか、我々も非常に興味があるという

かね。あんた県の財産管理やりよってよね、一体県庁職員が何台置ける用地を持って運用

しゆうのかという話は、数字が動きゆうわけやないし、常時構えてないとね。そこは即答

えんでどうするで。 

◎大石委員長 はい、数字出てきました。 

◎塩見管財課長 大変申し訳ございません。数字ですけれども、正確に言いますと、軽四

専用が26台。普通乗用車もとめられる枠で110台ということで。合計136台、裏の駐車場に

とめられるということになります。 

 縦列駐車的になってすぐ出ていくことができないという現象も確かにございますが、そ

の際は管財課に御連絡いただいて、前の車の運転手の方に連絡して動かしていただくとい

う、御迷惑もおかけしております。 

 そのうちステッカーが、今現時点で158枚発行されているということです。 

◎森田委員 ほな倍も３倍もじゃないね。 

◎野町副委員長 ごめんなさい、私の失言です。 

◎森田委員 １割増しか２割増し以内よね。 

◎塩見管財課長 ステッカー158枚の交付に対して、136台の枠があるということで、現時

点での発行枚数が158枚ということになっております。 

◎森田委員 158枚ステッカーを渡した前段で、私も置きたいけどって希望者が大体どれぐ

らい来て、158台に絞り込むわけ。 

◎塩見管財課長 ステッカーを交付する希望のある方は、全員交付しております。ですの

で、ステッカーはあるけれども、とめられないという方が生じているということで。 

◎森田委員 ステッカー希望の人には、全員配りゆうわけ。審査をせんわけ。 

◎塩見管財課長 審査といいますか、２キロの通勤距離がある方は申請ができるようにな

っておりますので、そちらのほうを確認いたしましたら、特に台数に応じて、早い者勝ち

とかそういうこともございません。希望する方は、もしかしたらとめられないこともあり

ますよということを承知の上で、ステッカーの交付を願い出ている方ということになりま
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す。とめられる、とめられないにかかわらず、ステッカーはお配りします。 

◎森田委員 大体、姿が見えてきたけど。権利のある人、２キロ以上離れた人で、手を挙

げて置きたいと言うたらステッカーを配布すると。それが許容スペースの1.1倍ぐらいの人

に全員配りゆうと。朝来てこぼれた人は外の駐車場に置きに行くか、承知の上で、出たい

ときに出にくいけど朝早うから来て置くか。だから、ほとんど手挙げた人が置けゆうとい

う意味で。もともと、近過ぎるき、空けちょいちゃらないかんねという人の声も含めたら、

もっとあるかも分からんけど。良識的に1.1倍ぐらいの人で運用できていきゆうき。まあ、

その1,000円が高いか安いかは議論のところかも分からん。 

 昔からこの県庁周辺は２万5,000円とか３万円やきね。川を南へ渡ったら大分安くなるけ

ど。1,000円ばあで、自然に競争原理が働いちゅうんじゃないかなと。僕は全体的に、いい

んじゃないかなと思いゆうけどね。どっさり人が希望を出して、はねられた人が10倍ぐら

いおるんか思ったけど、１割ぐらいしかはねられてないということやね。 

◎野町副委員長 私は同じように希望したかったんですけど、早く行かないととめられな

い、だから希望しなかったんです。だから、僕は職員の希望調査というのは要るんじゃな

いかと思うんですよ。現実的に、６時半に安芸から来れませんのでね。だから、そういう

希望者はたくさんいらっしゃると思いますよ。 

◎徳重総務部長 三石委員、野町副委員長からもありましたように、確かにここの数字に

あらわれてきていない潜在的なニーズというか、もし使えるのであれば使いたいという職

員は結構あるとは思います。限られたスペースをどう使うかというところの中で、どこま

で県職員のニーズとして調査する方法があるかは、考えてみたいとは思います。今の庁舎

内での県職員の駐車スペース問題は、少しニーズ調査もしながら、どういうやり方がいい

か検討はさせていただきたいと思います。 

◎塚地委員 結構、職員の労働環境に関わるお話だと思うんですけど。これまで全国が廃

止の方向に向かっていく過程の中で、駐車場の使用の管理についてという、裏の駐車場を

有料化する、一定残して有効活用するということの話合いを労働組合の皆さんとやってき

た経過みたいなことはあるんですかね。 

◎塩見管財課長 有料化の過程では、やり取りもございました。これも正確に何年という

のが記憶にございませんけど。有料化の際には補償等についても行ってはおります。 

◎塚地委員 周辺に置かれる方等の格差というものの不満感みたいなものは、結構私も聞

いたりもしてきた経過もあったりします。ぜひそういうことを考慮したらという自民党の

委員からのお話は、職員にとっては大変前向きで、ありがたいお話かなと。一方では、市

民、県民の皆さんからの御意見とのバランスなんだと思うんですけども。働く人たちの労

働条件をどう改善するかということで、極めて貴重な御意見も出たので、ぜひ積極的に、

前向きなアンケートの結果というようなことで思っておりますので検討くださいませ。 
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（「高い給料もらいよって、民間の人も街に置きゆうのに何を言いゆうが」と言う者あり） 

◎大石委員長 では要請でよろしいですね。 

◎塚地委員 はい。 

◎大石委員長 いろいろ議論がありましたけど、塚地委員がおっしゃいましたように、人

材確保もこれから大事ということで。県庁の皆さんの働く意欲という意味でだと思います

けれども。 

 そういう中で１点。今、申請できる基準が２キロというお話がありましたけれども、こ

の基準がどうなのかというのを、都度情勢に応じて見直していくのも１つじゃないかなと

いう気もするんですけれども。いつ頃できたかも分かりませんけれども、これまでその基

準が出来てから、随時見直しはしているんでしょうか。 

◎塩見管財課長 この基準につきましては、そもそも通勤手当の対象となる距離を基準に

していると記憶しております。ですので、そこのベースに見直しがなかったので、従来か

らその部分についても見直しはしておりません。 

◎大石委員長 そこが連動するというのは、何か条例とかで定められてるんですか。それ

とも本来は運用上それと分離して考えられるようなものなんですか。 

◎塩見管財課長 規則で、そことの連動が縛られているということではございません。た

だ、おおむね２キロ程度でしたら、できれば自転車等で通勤していただきたいというよう

なところも、判断の１つにはあろうかと思います。 

◎大石委員長 ２キロというとね、自転車で、歩いてでも来れない距離じゃないという中

で、野町委員がおっしゃられたように、安芸から来る人と２キロ以内の人では、なかなか

不公平感あるというのも当然のことだと思います。あるいは年齢等によっても、仕事の多

忙感とか重要性とかでも違ってくると思いますので、そこは連動して、なかなか切り分け

れないのなら仕方ないのかもしれませんけれども、こういう時代ですから、ぜひ柔軟にい

ろいろ御検討いただけたらなと思いますが、いかがでしょうか。 

◎徳重総務部長 今日の委員の各皆様の御指摘を踏まえて、考えてはいきたいと思います。

一方で、県としては公共交通機関の利用も呼びかけている立場でもございますので、そう

いったものとも複合的に考えていかないといけないのかなとは感じております。そこは来

年度検討させていただきたいと思います。 

◎大石委員長 公共交通機関の話、パーク・アンド・ライドのことも指してると思うんで

すけれども、なかなか、とさでんの持ってるパーク・アンド・ライドの敷地は、満車とい

うか厳しい状態もあろうかと思います。例えば県の土地とかを、適地があるかどうか分か

りませんけれども、パーク・アンド・ライドに活用できるように調査をするとかは今まで

やられたことあるんでしょうか。 

◎塩見管財課長 特に今までそういった視点で検討したことはございませんが、委員がお
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っしゃるように、公共交通機関から近いところに、もし県の遊休地等がございましたら、

そういった視点で見直してみるのもありかなと、今考えております。 

◎大石委員長 ぜひ、多角的にいろんなことを御検討いただけたらと思いますので、また

よろしくお願いいたします。 

 私ちょっと離席をしていた時間があったんで、御説明いただいたかもしれませんけれど

も、庁舎管理費で、去年の当初予算より金額が随分上がってるのは、電気代の高騰を見込

んで、どれだけ今回増加要因で見てるのかお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎塩見管財課長 そこの部分の御説明はできておりませんが、主な増額要因としては、委

員がおっしゃった光熱水費、主に電気と、ガスも上がっておりまして、そちらで6,000万円

余り増額を見込んでおります。あとは、管財課で行うこととなりました執務環境とマイナ

ンバーの新規事業ですとか、４年度と比較いたしまして庁舎営繕工事が大規模なものにな

っていることもございまして、総額１億5,800万円余りの増額という形になっております。 

◎大石委員長 １億6,000万円のうちの、6,000万円強が電気代ということで、電気代もか

なり大きいなと思います。去年も補正で追加分を随分議決しましたけど、これからさらに

値上がりもうわさされている中で、中長期的にこのままずっと出していくのか、あるいは

一定コンサルティングみたいな形で長期的な計画を立てて、少しでもみたいな形にするの

か、その辺りの戦略みたいなものは、県としてはどうお考えなんでしょうか。 

◎塩見管財課長 まさに５年度にお願いしております太陽光発電、さらに、電力の効果と

しては僅かかもしれませんが、加えましたＬＥＤの改修といったもので電力を抑えていく

努力はしていきます。 

 あと将来的には、今、新電力が市場に参入できない状況が続いておりますので、そこの

見通しが変わって、四国電力一択ではなく入札が開始できるような状況になれば、少しで

も電気代を抑える効果にはなると考えております。ただ、そちらはまだ現状先行きが不透

明となっております。 

◎大石委員長 去年の当初で電気自動車を10数台購入されたと思うんですけれども、電気

代が上がったことによって、費用対効果はどうなのかとかの議論は出てきていないですか。 

◎塩見管財課長 今、令和４年度の予算でいただいた電気自動車が順次入ってきておる状

況です。今月末ようやく、今年度導入する12台と既存の２台、合わせまして14台の電気自

動車がそろうことになります。その電力の差については、まだこれからというところです。 

◎森田委員 課長が今言われた、これから新規参入する四国電力以外の電気事業者の件は

しっかり見ていかんと、結構ハイリスクな判断になるんで。私が言った再生可能エネルギ

ーのパネルをつける云々というのは端末の事業費の話やけど、各出先機関が購入電力を四

国電力から変えて、場当たり的に安いとか売り文句に乗ったような形でやって、随分去年

補正を組んだこともあるし。そこら辺、基本的な部分はしっかり考えて。安定供給への責
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任感がどれだけあるのかとか、きちっと物差し当てんといかんよと。私がここで言いよっ

た30キロワットが高い安いというのは、これは電気設備会社の話で、電力事業者とは違う

話やからね。混同せんように。 

◎大石委員長 要請ということで、よろしいですね。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、管財課を終わります。 

 以上で、総務部の議案を終わります。 

 それでは、一旦昼休憩に入りまして、１時再開といたします。 

 

（昼食のため 11時44分～12時59分） 

 

◎大石委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

《総務部》 

◎大石委員長 総務部から２件の報告を行いたい旨の申出がありますので、これを受ける

ことにいたします。 

〈市町村振興課〉 

◎大石委員長 まず、高知県水道広域化推進プランについて、市町村振興課の説明を求め

ます。 

◎小椋市町村振興課長 御手元の総務委員会資料、報告事項の中の赤色のインデックス、

市町村振興課のページをお開きください。 

 高知県水道広域化推進プランの改定についてでございます。高知県水道広域化推進プラ

ンは、本県における水道事業の現状や将来見通し等を取りまとめ、令和３年11月に策定を

しておりましたが、今回広域化に係る今後の方向性と、当面の取組内容やスケジュールを

新たに盛り込み改定を行うこととしましたので、その内容を御報告させていただくもので

ございます。 

 まず初めに、本プラン策定の背景と目的について、改めて簡単に御説明をいたします。

今後の人口減少による水道料金収入の減少や市町村職員の人員不足が見込まれる中、老朽

化に伴う水道施設の更新や耐震化など、水道事業を取り巻く経営環境が一層厳しくなるこ

とが想定をされております。 

 こうした状況への対策の１つとしまして、各市町村が単独で行っている水道事業を広域

化することで、将来的な負担の軽減を目指すことを目的に、国からの要請もございまして、

県主体で水道広域化推進プランを策定することとしたものでございます。 

 ②でございますが、本プランの位置づけは、本県の水道事業全体の方向性を定めました

高知県水道ビジョンの広域的な連携の推進を具現化するものとし、資料右下の（１）から
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（３）の内容を定めることとしております。 

 資料の２ページをお開きください。こちらは大きな方向性として、昨年度に既に策定済

みの内容でございます。①の今後の経営見通しとしまして、収益の減少と老朽化による建

設改良費の増加により、今後約50年間の累計で1,900億円弱の収支不足が見込まれておりま

す。 

 これらの対策といたしまして、左下の推進方針にございますように、１水道事業に係る

システムの共同化、２受け皿組織の構築と活用、３その他の取組といたしまして、共同発

注や共同委託と、地域の実情を踏まえた施設の統廃合の３つを柱として、広域連携を推進

していくこととしております。 

 これらの取組を進めるに当たりまして、資料右側にありますように、市町村の意見をし

っかりと丁寧に聞きながら、広域化に向けた方向性を整理していくこととしております。

また、この広域化の取組は長期にわたりますことから、まずは短期の目標を定め、その達

成に向けた取組を設定いたしまして、その後の中長期の取組や最終目標につなげていくこ

とを基本としております。 

 次に、３ページを御覧ください。こちらから新たにプランに加えました改定部分でござ

います。先ほど説明をいたしました、広域化に向けた３つの取組ごとに、短期の目標とそ

れに向けた取組、それ以降の中長期の取組などを簡単に整理したものでございます。 

 １つ目は、システムの共同化です。最終的には事務の効率化や情報の一元化が見込まれ

ることから、県全域を対象とすることを視野に取り組んでまいります。まず短期の取組と

いたしまして、共同化に係る手法や方向性を取りまとめ、その実現に向けた課題を整理し

てまいります。そのため、システム共同化の具体的なモデルを県において整理した上で市

町村にお示しし、これをもとに実現に向けた市町村との協議を進めていきたいと考えてお

ります。 

 市町村で既に導入しておりますシステムの内容や更新時期等が異なることから、調整に

時間を要することが考えられますが、協議を進める中で、早期に共同化が実現できる具体

的なシステムの種類が明らかになれば、先行して取組を進めることとしまして、最終的に

は県全域で様々なシステムの共同化の実現を目指してまいります。 

 次に、受け皿組織の構築と活用でございます。水道事業に従事する市町村職員の負担軽

減を目的に取り組んでまいります。そのため、短期には受け皿組織の運用の開始を目標と

しまして、令和６年度の組織の立ち上げと運営の開始を想定しております。立ち上げ後は

組織が担う業務の拡充や、組織の形態の見直しを加えながら、水道事業の全体計画となり

ます高知県水道ビジョンの令和11年度の改定につなげる形で、受け皿組織を構築してまい

りたいと考えております。 

 ３つ目のその他の取組といたしまして、まず、共同発注・共同委託でございます。消毒



 28 

用の薬剤などの消耗品や水質検査などの外注業務を、市町村が共同で発注を行うことでコ

ストの削減効果が見込まれるため、県全域を対象に取り組んでまいります。 

 これまで南国、香南、香美の３市によりますモデル地域検討会を開催して、先行して共

同発注等に向けた諸課題の整理を行いました。来年度にはこの３市による物品の共同発注

を先行実施し、見えてきた課題の整理を行いながら、保健所などを単位とする圏域への取

組に拡大をしてまいります。最終的には圏域を越え、県全域を対象といたします共同発注・

共同委託の実現を目指してまいりたいと考えております。 

 最後に施設統合でございます。一般的にはコストの削減効果が高いと言われております

が、本県の場合、水源が豊富で水質も良好のため、小規模な水道施設が山や谷に隔てられ

た形で中山間地域に点在をしております。このため、施設の統廃合による削減効果より、

統合先に新たに水道管を増設するコストのほうが大きくなってしまい、施設統合の効果が

期待をできない状況でございます。しかしながら今後の人口減少による施設のダウンサイ

ジングや、廃止といった議論は避けて通れないことから、統廃合に係る財政シミュレーシ

ョンの結果をもとに、施設統合の可能性が見込まれる市町村間で意見交換を行い方針を検

討してまいります。 

 施設統合に関しましては、地域住民の御意見を十分に踏まえた検討を重ねる必要がござ

いますので、関係市町村とも丁寧な意見交換を行った上で、可能な箇所から取り組んでま

いりたいと考えております。 

 これらの取組のスケジュールを整理したものが、次の４ページとなります。計画期間は

目安としておりまして、実現が可能な限り計画を前倒ししたいと考えております。 

 次の、５ページ目からは、高知県水道広域化推進プラン改正案の本体となります。今月

中に正式決定をいたしまして、公表をする予定でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

◎大石委員長 それでは質疑を行います。 

◎上田（周）委員 １点、要請ということで。課長からるる説明がありましたが、県内34

市町村それぞれで、良質な水ということで水源地を確保して、それぞれが企業経営努力を

続けゆう現実もあります。また会計も簡易水道会計とか、上水道事業会計、法的とかそれ

ぞれが努力している中で、例えば香川県でしたら、平場で結構面積も小さくて、水源が一

緒というか、広域化する場合も取組が簡単にいくという感じもします。 

１点要請は、高知県の場合、この水道の広域化というのは相当ハードルが高いと思いま

す。国の要請を受けてこれから長いスパンでいきますので、各市町村の水道の直接の担当

者の意見を丁寧によく聞いていただきたいと。これを要請しておきます。 

◎小椋市町村振興課長 委員がおっしゃっていただいたとおり、市町村それぞれ事情が異

なりますから、しっかりと意見を聞いて、調整を図りながら進めてまいりたいと思います。 
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◎塚地委員 この広域化を推進するときに、一方で広域化を推進した結果、民営化の方向

に進むんじゃないかという懸念の声が随分とあったようにも思うんですけど、広域化の推

進プランと民営化との関係性はどんなふうに考えておられるか。 

◎小椋市町村振興課長 民営化につきましては、このプランとは全く別物だと考えており

ます。こちらはあくまでも、今後の水道事業をやっていく上で少しでもコストが削減でき

るように、広域化を市町村間で図っていきましょうというものでございますので。民営化

は全くこの中の話ではないことになっております。 

◎塚地委員 そこはやっぱり懸念としてあって。ただ、高知県のような状況で民営化して

ペイできるかというと、なかなかそういう状況ではないとも思うので、あくまでコストダ

ウンがどうできるか、効率化がどうできるか、きちんと維持ができていけるかということ

が基本だと思いますので、そういう視点で検討いただいたらと思います。 

◎小椋市町村振興課長 そういった意見もありますので、しっかりと取り組んでまいりた

いと思います。 

◎森田委員 人口減少なんかもある程度想定をして動かれゆうと思うけど、これから先、

せっかく設備投資をするなり統合するなりいろいろやるので、本当に無益な投資にならん

ようにね。だけど、片やＵターン、Ｉターン、あるいは移住政策で山へも人を上げようと

しゆうけんど、そこら辺どんなバランスで想定をされゆうんやろねと思って。 

◎小椋市町村振興課長 人口の想定、非常に重要でございますし、水の施設は住民に一番

重要なものだと思っています。なかなか簡単に統廃合という話にはならないとは考えてい

るところです。一方で、やはり人口減少していく部分で、統廃合をしなければならないよ

うな箇所も出てくるかと思います。その辺は慎重に考えながら、住民の御意見も聞きなが

ら、さらに人口の動態もしっかりと見極めながら進めていきたいとは思っております。 

◎森田委員 水がないところへ人は住んでくれんしね。せっかく移住政策が、空気、水の

清澄なところを追いかけていこうとしゆうのに、最も基本的なインフラがいかんよという

ことになるとね。そやから相当慎重に、シミュレーションもして。急がないかんようにも

思うけど、無益な投資にならんようにならないかんなあと。何も結論のない話でごめんな

さいね。だけど心配するところですので、慎重にやってください。 

◎徳重総務部長 森田委員の御指摘のとおり、なかなか各市町村で水道の施設を持ってお

く、維持しづらくなってきているというところが、問題点の出発点でございます。なので、

それを近隣の市町村とか、少し場所を超えたところの市町村ともできるだけ広域化、共同

化することによって、コストの削減を図れないかということもございますし、今、森田委

員も御指摘いただいたように、特に中山間部で、世帯人口の少なくなってきたところの水

道のインフラをどうしていくかとなると、従来型だけではなく、いろんな水道の供給方法

もミックスしながら、できるだけ住民さんがいろんなところに住んでもらえる、そこの最
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低限のインフラになるということは自覚しながら、どう維持していけるかを考えていきた

いと思っております。 

◎森田委員 部長がおっしゃったようにね。本当に新しい上水道事業のインフラの在り方、

上水道供給システムなんかも、ますます老朽劣化していく、利用人口が減っていく、採算

が取れなくなってくることを見越しての話やから。そしたら初期投資は要るにしても、寿

命延命化できることによって投資効果が出てくるところもあるし。それも含めて慎重に、

新しい水道の供給方法も視野へ入れてやらんと。今の設備投資の更改、更新みたいな話ば

っかりじゃないよと。全く新しい次元であり得る話やし。山に人が住めんようにならない

ように、最も基本的なインフラやからね。慎重かつ急いで、上質のクオリティーの高いも

んにしていかないかんなと。 

 前にも水道設備がないずつに、山に水のタンクをつくって、100軒ぐらいに配水をするよ

うな。それが出来る前は、おばあさんが山の上まで行って山の谷の落ち葉をのけに行くよ

うなこともやりよって。だけど１億数千万円設備投資して、100軒ぐらいに、新しい、葉っ

ぱをのけに行くにようばん水道のインフラが出来たことによって、非常に地域が喜んだと

いう事例が、ごく新しい時代にあったと思うけどね。そんなことも含めて、物すごいコン

パクトに、そこだけの新進気鋭の上水道インフラをつくるやり方だっていいし、タンク排

水みたいなやつでもいいし。設備投資をがつっと入れることじゃない、もっと身軽な転身

の仕方なんかもいろいろあるんで。無益な投資にならんような形で、けど上質なインフラ

をつくってあげてほしいなという。 

 あったよね、前の知事のときにね。100軒ぐらい、100人ぐらいへ１億何千万円か入れて

タンクをつくって。もう高齢者ばっかりやから、網の蓋へ引っかかって水がよう通らんじ

ゃいうことがない程度のインフラでも大喜びですき。 

 これなんかも、多分ほとんど設備の老朽化したところへの上乗せ対応になると思うんで。

抜本的なのか、あるいはコンパクトな今風なのか、いろいろ考えて、無益な投資にならん

ようなことを考えないかんなと。うんと大事なインフラですから、慎重に考えてってほし

いなと思いますね。 

◎大石委員長 非常に大きな前進といいますか、まさに県のリーダーシップが不可欠とい

う強い文言で書き込まれているということですけれども。 

その中で１点。共同発注というのは、確かにコストダウンという意味で意義のあること

だろうと思いますけど、一方で、水道設備というのは、即応性とか、あるいは地元の事業

者の皆さんとの連携が、それぞれの市町村で非常に大事だと思います。 

 ただ共同発注になると、基本的に大手の事業者しか参入できなくなるとかいう懸念もあ

るんじゃないかなと思いますけれども、これまで培ってきた市町村の、地元の事業者の皆

さんとの連携の維持という観点ではどうお考えか、お伺いをしたいと思います。 
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◎小椋市町村振興課長 確かに地元の民業が圧迫されるというのは、あってはならないと

考えておりますので、その部分も守りながら事業を進めていきたいと思っております。ま

た地元の企業がいらっしゃることで、すぐに対応がとれるというのも一番のメリットだと

思っています。民業圧迫にならないという部分も重要な視点ですので、しっかりと考えな

がら検討は進めていきたいと思います。 

◎大石委員長 ぜひ、そこは単なるコストダウンということにならないように、御検討い

ただけたらと思います。 

 広域化ということで、あくまでもここに書き込まれてるのは広域連携ということですけ

れども。一方で県が旗を振って広域化をやっていくに当たって、恐らく将来的に避けて通

れないのが、ある種経営の問題も含めてどこまで広域化するのかという議論になるんじゃ

ないかなと思いますけども。その辺りは現状どうお考えでしょうか。 

◎小椋市町村振興課長 現状としましては、なかなかそこまで議論は進んでいないところ

です。香川なんか、用水事業を県がやっている場合は、その素地があったというところが

一番大きいところだと思います。高知県の場合は、どうしても中山間が多くて、施設の規

模自体が全く合わない。全てを統一するとなると、恐らく中山間地域は料金などを上げな

ければならないといった問題も出てくるだろうと思います。現状としてはそこまで議論は

進んではいないですけれども、広域化を進めていく中で、今後、可能な部分からそういっ

た議論もしていく必要が出てくるのではないかとは感じているところです。 

◎大石委員長 単純に国保なんかと比較するわけにはいかないと思いますけれども、今課

長がおっしゃられたことは非常に大事で。中山間を守るために、経営も含めてどこかで受

け止めれる体制が必要なんだったら、それはまた議論しないといけないと思います。ぜひ

こういうところから始めて、県の将来の構想も含めて議論をしていけるようなプランに仕

上げていっていただきたいなと、お願いをしておきたいと思います。 

 それでは、以上で質疑を終わります。 

 以上で、市町村振興課を終わります。 

〈デジタル政策課〉 

◎大石委員長 次に、令和５年度高知県デジタル化推進計画のバージョンアップについて、

デジタル政策課の説明を求めます。 

◎本村デジタル政策課長 令和５年度のデジタル化推進計画のバージョンアップについて

御報告をさせていただきます。御手元の総務委員会の資料の報告事項とある資料の赤いイ

ンデックスで、デジタル政策課とある１ページ目を御覧ください。 

 このデジタル化推進計画で目指す将来像であります、「デジタルの恩恵により、暮らし

や働き方が一変する社会の実現」に向けまして、産業、生活、行政の３つのポイントでバ

ージョンアップをする予定でございます。 
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 ポイントの１つ目は、各産業分野におけるデジタル技術を活用した構造転換の推進でご

ざいます。具体的には、１次産業においては、この資料の①から③にございますように、

ＩｏＰクラウド、森林クラウド、ＮＡＢＲＡＳなどの運用が本格化をしているところでご

ざいます。このように、各産業分野において生産体制や経営力の強化に向けて、デジタル

技術を活用した構造転換をより一層進めてまいります。 

 ポイントの２つ目ですけれども、中山間地域の課題解決に向けたデジタル実装のさらな

る推進でございます。距離や移動時間など、本県が抱える物理的なハンデの克服、さらに

は暮らしや働き方が一変する社会の実現に向けまして、中山間地域におけるオンライン医

療ですとか遠隔教育などの導入拡大を図ってまいります。 

 ポイントの３つ目は、県庁ワークスタイルの変革と市町村支援の強化でございます。金

曜の御説明とも重複するところですけれども、県庁ワークスタイル変革プロジェクトの取

組により、県職員の働き方改革を実現してまいります。また先ほど説明いたしました市町

村業務改善事業等によりまして、市町村支援を強化してまいります。 

 以上の３つのポイントによりまして、デジタル化推進計画のバージョンアップを図りま

して、来年度のデジタル化に取り組んでまいります。 

 次のページでございます。こちらも御参考でございますけれども、産、生、行と３つの

ポイントに沿って、取組の概要を施策一覧として整理しているものでございます。説明は

省略をさせていただきます。 

 私からの説明は以上でございます。 

◎野町副委員長 それでは質疑を行います。 

◎塚地委員 この計画との関連性で言うとどうなるのかなと思うんですけど、例えば医療

の問題ですと、今、マイナンバーカードを使った診療の手続ができるようなデジタル化も

進める方向になっていて、その中で約１割ぐらいの医療機関が、それに対応できませんと

いうような御意見が出て、このまま診療を続けるかどうかというような、悩みを持たれて

いるというようなこともあります。 

 もう１つ教育の分野で、今、高知市でも家庭にＷｉ－Ｆｉのルーターの貸出しをしてた

んですけど、それをやめて、各家庭にネット環境を整備してほしいですという要請が出て。

そうなると、新たな負担が各御家庭に要るようになってきて、その教育環境の格差の問題

も出てくるなというような状態が、一方では出てきてるんですけども。 

デジタル化を推進する上で、そういう格差の問題についてどうやって改善していくか。

私はマイナンバーカードについては、全然納得してないのであれなんですけど、デジタル

化ということでの利便性を全体が共有するという上では、必要なインフラというもので格

差が出てくるということはいかがなもんかなとは思っていて。こういう計画を立てるとき

に、そういう部分はどう考えておられるかなということをお聞きしたいなと思って。 
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◎本村デジタル政策課長 まず教育あるいは医療の分野について、実際の関係者とのやり

取りというのは、まずは一義的には健康政策部であるとか教育委員会などの指導のもとで、

当課も連携をして進んでいく形だと考えております。その上で格差の点ですけれども、例

えば、このデジタル化推進計画の２ページ目でも、一番下にデジタルインフラの整備とい

うふうに立てつけておりまして、委員が御指摘のように、このページに沿って申し上げれ

ば、医療、教育も含め、生活、産業、行政それぞれに横断的に関わる重要な論点だという

ことで、この全体像の中でもしっかりと位置づけて、デジタルインフラの整備を進めてい

るところでございます。 

国の様々な予算事業なども活用しながら、必要に応じた支援施策なども組合せて、重要

な箇所においては通信インフラがしっかり行き届くようにということで、今後も、我々県

としても汗をかきながら取り組んでまいりたいと考えております。 

◎塚地委員 そこの部分の格差をどうやって埋めていくかというのは、すごく私は大事な

ことだなと思います。特に教育環境の問題で言うと、各御家庭への負担が大きくなるよう

な形のものというのは問題だなと思いますので、ぜひ担当の部署とも検討もいただいて、

先ほどおっしゃっていただいた、交付金とか助成金を使って進めていただけたらなって思

います。 

◎森田委員 ＩｏＰ含めて産業のほうは、受け取る人なんかが産業人やし飲み込み能力が

あるんで、さくさく新しゅうに入っていきゆうけどね。あるいはその行政側も、それを施

すほう、あるいは市町村行政と連携やから、まあさくさく行くと思うけど。この真ん中の

生活者、サービスを受ける人なんかいうのは、なかなかそうはいかんのよね。使いゆう人

に、そこをきちんと説明して、汎用できるようなことを骨を折る部分が一番大事になって

くると思うんで。 

いわゆる地方に住む人、中山間の人、あるいは高齢者、こんな人がデジタル・デバイド

で置いていかれんような形で、メリットをちゃんと説明して。もうテレビをつけたり消し

たり、ボリューム上げたりするぐらいのところまでいけば皆さんがさくさく使えるけど、

なかなか難しい、ハードを理解せんとやっていけんみたいなのはいかんき。ほんで産業だ

とか行政は、どんどん進んで引っ張っていってもらいたいわけよ。少し遅れた人らも、そ

の引っ張る人に連れて行かれてもいいし。行政なんかで半数能力のないところは、大きな

自治体が引っ張ったり、手習いができるけど、この生活の部分はピンからキリまであるん

で。だけどこの人らなんかが、一番デジタル社会のなんたるやを分からんずついきゆうん

で。一番大事な部分やと思うけど、飲み込みやすい、利用しやすい、メリットを享受しや

すい、そんなところを骨折って浸透させていくと。この３つ並べたら、みんな先端型のＩ

ｏＰもやりゆうし。そうか思うたら、生活の中までなかなか入ってきてないき。携帯電話

がちょっと故障しただけでさっぱり分からんようになると。 
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生活者は非常に理解力が低いということを理解した上で、県民全体を底上げしていく、

利用者、理解者を増やしていくことをしっかりやってほしいなと思うんで、そこを要請し

ておきます。全部力は入れないかんけど、この真ん中の生活者の部分には特に配慮が要る

かなと思いますんで。よろしくお願いしますね。 

◎本村デジタル政策課長 まさにおっしゃるとおりでございまして、例えばスマートフォ

ンの習熟度の度合いというのは、県の中でばらつきはあると思っております。 

そうした中で、例えば当課では今年度から、そうしたデジタル・デバイドに対応するた

めに、スマートフォンサポーター養成事業というものを行っておりまして、各地域の中で、

スマートフォンの教え方を教えるというような講座を開いています。本当に中山間になっ

てきますと、単発の、スマホ講座を実施すれば済むというものではなくて、地域に根差し

た方々、例えば青年団とか、地域おこし協力隊の方々とか、そういった方にもスマホの使

い方の教え方をお伝えして、そこから波及を図っていくとかいった形で草の根的に取り組

んでいるところでございます。あとは国の事業などでも講座のような事業はありますので、

そうしたものを県自身の事業と国の事業の両方を使いながら、しっかり地道に取り組んで

まいりたいと考えております。 

◎森田委員 特に中山間は、隣向いてすぐ習う人が、教えてくれる人がおらんようなとこ

ろ。だけど実際には、航空券を予約して旅行も行きたい、あるいは孫のところへ、東京へ

出て行きたいけど、デリバリー注文よりネットのほうが安いわけよね。そうすると、中山

間とか、理解のない人は負担額が大きいと。それも含めて、いわゆる地域格差、生活周辺

格差になるわけで。あるいは、ネットで申し込んでくださいねとかいう話やけど、そのネ

ット環境さえないおじいちゃん、おばあちゃんらがいっぱいおる。その人なんかが、ネッ

トの利便さをすぐ隣におって習える。航空券予約にしても、郡部におる年寄りが損をする、

理解をせん人が損をするということを、できるだけ格差を是正することを頭へ置いて、こ

のデジタル社会を引っ張ってほしいなと思いますので。高知県特有の事情かも分からんけ

どね、都会とまた随分違うんで。 

◎大石委員長 １点、これは分かるか分かりませんけど、本村課長なら情報があるかもし

れませんけど。このデジタル化関連予算が34億円ということですけれども、いわゆるボリ

ュームの話で、高知県は今、この３大政策のうちの１つがデジタル化ということで、もち

ろんそれぞれ当初予算の割合は違うと思いますけれども、他の都道府県と比較して、この

ボリュームがよく引っ張ってこれたというか、金額的にも力入れてるという印象なのか、

その辺りは感覚としてどうでしょうか。 

◎本村デジタル政策課長 今、手元に、具体的な情報はございませんけれども、人口等と

の比率で見ていくと遜色はないものではないかと認識しておりますし、必ずしも予算施策

だけが、全てではないと考えております。先ほどのデジタル・デバイド政策についても、
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教え方を教えるというところで、いわば波及効果を狙っている政策でもございますので、

必ずしも大金があればそれでよいということではなくて、効率性の観点でもしっかり取り

組んでまいりたいと考えております。 

◎大石委員長 全国の事例にもお詳しいと思うんですけれども、そういう中で、このデジ

タル化の中で挙げるとしたら、高知県ならではの特徴というのはどういう部分でしょうか。 

◎本村デジタル政策課長 例えば行政分野で言えば、電子契約について今年度開始をした

ところですけれども、47都道府県の中で２番目という、早い段階での着手ができたもので

ございます。このように、新しい技術に早く取り組めるという、一種の県民性というのが

１つ特徴かなと思っておりますし、またやはり１次産業に強いということで、これは総務

部だけで済む話ではありませんけれども、１次産業と関わるＩｏＰクラウドのような技術

というのが、高知県としては特徴的なのかなと認識をしております。 

◎大石委員長 ぜひ力を振るって、高知県のデジタル化をお進めいただきたいというふう

に思います。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、デジタル政策課を終わります。 

 以上で、総務部を終わります。 

《会計管理局》 

◎大石委員長 次に、会計管理局について行います。 

 まず、議案につきまして局長の総括説明を求めます。なお、局長に対する質疑は、各課

長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

◎池上会計管理者兼会計管理局長 今議会に提出をしております会計管理局所管の議

案は、令和５年度高知県一般会計予算など予算関連議案10件です。 

 初めに、令和５年度当初予算について御説明いたします。御手元の資料２議案説明書、

当初予算の594ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計についてです。会計管理局予算総括表の令和５年度の欄を御覧ください。

一番上の会計管理課の当初予算は３億6,379万3,000円で、対前年度比10.8％の増。その下

の総務事務センターは４億2,655万円で、対前年度比7.9％の減となっています。会計管理

局全体では７億9,034万3,000円、対前年度比0.2％の減となっています。引き続き適正な会

計事務の執行と、効率的な総務事務の推進に取り組んでまいります。 

 次に、767ページをお願いします。特別会計の歳入予算総括表です。 

 会計管理局では表の一番上、収入証紙等管理から５番目の会計事務集中管理までの５つ

の特別会計を設けています。それぞれの特別会計につきましては、後ほど各課長から御説

明しますが、会計管理課では県収入証紙の管理を、総務事務センターでは職員給与の支給

の集中処理などを行っています。 
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 令和５年度当初予算案の説明は以上です。 

 続きまして、令和４年度補正予算について御説明いたします。資料メンバー４、議案説

明書、補正予算の303ページをお開きください。 

 一般会計で、総務事務センターの総務事務集中化システム運営保守等委託料の減等によ

り1,933万8,000円を減額するものです。 

 続きまして、359ページをお開きください。総務事務センター所管の３つの特別会計で、

それぞれ所要見込額の減により減額の補正をお願いするものです。まず、旅費集中管理特

別会計につきまして１億3,653万4,000円を減額するものです。 

 続きまして、362ページをお願いします。用品等調達特別会計につきまして7,000万円を

減額するものです。 

 最後に、365ページをお願いいたします。会計事務集中管理特別会計につきまして４億6,

200万円を減額するものです。 

 令和４年度補正予算案の説明は以上です。 

 当初予算、補正予算の詳細につきましては、各課長から御説明いたします。 

〈会計管理課〉 

◎大石委員長 続きまして、所管課の説明を求めます。 

 まず、会計管理課の説明を求めます。 

◎井澤次長兼会計管理課長 会計管理課の令和５年度の一般会計及び特別会計の当初予算

案について、御説明いたします。御手元の資料ナンバー②議案説明書の595ページをお願い

します。 

 まず、一般会計の令和５年度当初予算案の主な歳入につきまして、御説明いたします。

表の中ほどの節の区分欄の上から３行目の（１）支払未済資金は、自動車税等の還付金を

債権者に対して送金通知書により支払いを行ったものの中で、金融機関で受領されないま

ま１年を経過した未払いの資金について、歳入に受入れをするものでございます。 

 596ページをお願いします。次に、歳出予算のうち、主なものにつきまして右側の説明欄

に沿って御説明いたします。 

 ２の会計管理費のうち、金融機関調査委託料は、公金の保管、運用を安全に行うため、

公金を預け入れる金融機関や証券会社の経営状況の調査を、専門機関に委託して行うもの

でございます。 

 次の、財務会計システム運用等委託料は、財務会計事務を効率的に行うため、財務会計

システムの運用保守管理等を委託するものでございます。 

 次の、財務会計システム改修委託料は、地方自治法施行規則の一部改正により、歳出予

算に係る節の区分が改正されまして、７節賃金が削除されたことに対応するため、財務会

計システムの改修を委託するものでございます。 
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 次の、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金は、電子収納を行っていく

上で必要となる各種情報の提供や、セミナー開催等を行う協議会への負担金でございます。 

 １つ飛ばしまして、事務費の主なものでございます。会計管理局の会計年度任用職員の

報酬やコピー代などの庶務費のほか、指定金融機関等に対する公金収納事務の取扱手数料、

それから県証紙の印刷費、また電子申請システムでのクレジットカード決済による収納を

行った場合に、支払い代行業者へ支払う決済手数料などに要する経費でございます。 

 ３の収入証紙等管理特別会計繰出金は、一般財源で手当てする必要があります証紙売り

さばき手数料について、必要な繰り出しを行うものでございます。 

 これらの計としまして、次のページにありますとおり３億6,379万3,000円となりまして、

前年度と比べまして、3,546万円余りの増となっております。 

 この主な要因としましては、人件費の増や、先ほど御説明いたしました財務会計システ

ムの７節賃金の削除に対応するための改修などによるものでございます。 

 次に、598ページをお願いします。翌年度以降の債務負担行為に係る支出予定額といたし

まして、財務会計システム基本設計委託料を計上しております。 

 詳細につきましては、別とじの議案補足説明資料で御説明をいたします。青のインデッ

クス、会計管理局という資料の表紙をめくっていただきまして、赤のインデックス、会計

管理課の資料を御覧願います。 

 県民サービスの向上・会計事務の効率化に向けた財務会計システムの再構築という資料

になります。まず、上段、左側の現状を御覧ください。県では、高知県デジタル化推進計

画において今後の目指す姿として、県民サービスの向上と行政事務の抜本的な効率化を掲

げ、行政・生活・産業の各分野においてデジタル化の取組を推進していくこととしており

ます。 

 このうち、行政分野においては、行政手続の申請をインターネットで行うことができる

電子申請システムや電子契約システムの導入のほか、業務の効率化・省力化に向けて、財

政課が所管します予算編成システムの再構築にも着手してきました。 

 一方で、財務会計システムにつきましては、平成４年度に稼働してから30年以上が経過

し、業務の効率化や他システムとの連携をはじめ、デジタル化の対応が十分できていない

といった現状がございます。 

 このため資料右上に記載しておりますとおり、ペーパーレス化やキャッシュレス化への

対応、人為的ミスによる不適切な事務処理の防止、会計事務の効率化、そしてシステムの

老朽化による保守経費や改修経費の高止まりといったことが課題となっております。 

 こうしたことから、このたび財務会計システムを再構築しまして、県民サービスの向上

と会計事務の効率化を進めていくことといたしました。システム再構築の概要としまして

は、資料中段に再構築の方向性と主な取組内容として記載しております。 
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 再構築の方向性は、大きく分けて４つございます。１つ目が、ペーパーレス化です。原

則、全ての帳票を電子化することで、電子決裁及び電子審査を行います。 

 ２つ目が、キャッシュレス化です。納入通知書での収納や窓口での収納を電子、つまり

キャッシュレスで納付していただけるようにいたします。 

 ３つ目が、人為的ミス防止機能の拡充です。財務会計システムに自動入力機能やエラー

防止機能を追加したり、電子申請システムなど他の個別システムを連携させ、例えば補助

金等の申請情報を自動的に取り込むようにするなど、人為的ミスを防止させる機能を持た

せます。 

 そして４つ目が、職員の事務作業の効率化・簡素化です。支出調書や検査調書など、こ

れまで職員がパソコン等で作成していた会計書類を自動作成することや、これまで公共工

事で行っていました電子入札を非公共でも実施することにより、職員の事務作業の効率

化・簡素化を進めてまいります。 

 これらの取組による効果としまして、その右側の破線囲みの中に記載しておりますとお

り、ペーパーレス化により庁内での会計書類の受渡しコストや、用紙代、郵送代などのコ

ストが削減となり、また、在宅勤務など柔軟な勤務体系への対応が可能となります。 

 キャッシュレス化では、納付方法の拡大や手続のスピードアップなど、県民の皆様の利

便性が向上しますほか、収納情報のデータ化や他のシステムとの連携などが図られ、公金

収納事務の効率化が進むものと考えています。 

 また、人為的ミス防止機能の拡充や、職員の事務作業の効率化・簡素化によりまして、

必要な会計書類の作成漏れなど、不適切な事務処理が減少することとなります。また、会

計書類を自動作成することで、事務作業に要する時間が縮減されるということになります。

そしてシステム再構築によりまして、保守経費等のコストの削減も見込まれるところでご

ざいます。 

 これまで御説明してきました内容をよりイメージしていただくために、次のページに資

料を添付しておりますので御覧願います。財務会計新システムのイメージ図という資料で

す。 

 左側は、主に県民サービスの向上につながるものでございます。①の県への納付金のキ

ャッシュレス化では、既に導入しております電子申請システムを利用した電子収納の拡充

のほか、納入通知書によるコンビニ払いやスマホ決済での納付、窓口での電子マネーによ

る決済など、キャッシュレスによる納付方法を広げ、利便性を高めていきます。 

 なお県に納付する、例えば各種登録申請手数料や証明事務手数料などの申請書には、こ

れまでは収入証紙というものを貼付して納めていただいております。今後、キャッシュレ

ス化を進めていく中では、この収入証紙による納付の在り方を検討していくことが必要と

なってまいります。導入済みの電子納付の利用拡大を図るとともに、証紙の販売を行って
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おります、売りさばき人や、収入証紙を利用する機会の多い方々にも順次御意見もお伺い

しながら、検討を進めていきたいと考えております。 

 一方、右側は主に会計事務の効率化につながるものでございます。①のシステム間連携

の強化・改善や、②のペーパーレス化が進みますほか、④のように、会計事務の流れ、進

捗状況がシステムで確認できるようになり、事務処理の遅延や漏れが防げるようになりま

す。 

 こうしたことを含め、現在、財務会計システムを再構築するための基本構想を、会計管

理課で策定しておりまして、次のページ以降に参考として現時点での構想案を添付させて

いただいております。説明については、省略をさせていただきます。 

 それでは、元の１ページの資料に戻っていただくようお願いします。資料の下段になり

ます。左側、令和５年度の取組でございます。これらシステムの再構築を実現するため、

要件定義の策定や開発等の業務を調達するための仕様書の作成、これらを含めました財務

会計システム基本設計委託料3,778万5,000円を、令和５年度の債務負担行為として計上し

ております。 

 契約方法としましては、優れた提案をいただくためプロポーザル方式を採用し、契約期

間は令和５年７月から１年間を予定しております。 

 その右側には、システム稼働までの今後のスケジュール案を記載しております。基本設

計を令和６年６月に作成後、令和６年11月から令和８年10月にかけて開発を行い、同年11

月から新たな財務会計システムを稼働させたいと考えております。 

 それでは資料ナンバー２、議案説明書に戻っていただきまして、772ページをお願いしま

す。まず収入証紙等管理、特別会計の歳入予算でございます。 

 表の中ほどの節の欄の上から３行目の（１）一般会計繰入金は、先ほど御説明しました

一般会計からの繰出金を受け入れるものでございます。 

 その下の（２）証紙売りさばき収入は、証紙売りさばき人が県に支払う証紙代金でござ

います。 

 次に、773ページをお願いします。歳出になります。 

右端の説明欄の１償還金は、証紙を購入された方が使用する見込みがなくなった場合な

どに、証紙と引換えに証紙購入代金を還付するものでございます。 

 次の、２一般会計繰出金は、各所属での使用料、手数料として納入された証紙によりま

す収入調定に対しまして、この特別会計から払出しをするものでございます。 

 これらの計としましては、前年度から1,599万円の減となっておりますが、その要因とし

ましては、県全体の証紙による収入調定額が減少傾向にあることから、予算額につきまし

ても減額となったものでございます。 

 当初予算の説明は、以上でございます。 
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 なお、令和４年度補正予算につきましては該当がございません。 

 会計管理課の説明は、以上でございます。 

◎大石委員長 それでは質疑を行います。 

◎塚地委員 先ほど御説明いただいた、財務会計システムの再構築のところで、目指すべ

き方向性を述べられたんだと思うんですけど、例えばキャッシュレス化の対応をしたとき

に、現状でキャッシュレス化に対応できているような方々がどれぐらいあって、そこから

はじかれるような人たちが出ないのかというところの問題点を、どんなふうに検討された

かなということをお願いします。 

◎井澤次長兼会計管理課長 すぐにキャッシュレス化となっても、なかなかそれに対応で

きない方もいらっしゃるということは承知しておりまして、そういう方への対応としてど

ういう方法がとれるのかも、あわせて検討するようにしております。例えば、パソコンと

かスマホを使って納めることができない方、現場に来られて納めたいというような方にも、

例えば電子レジというような形で、そこで現金なり電子マネーで納める。そういうことで

収納ができるようなこともあわせて検討していくことにしております。 

◎塚地委員 現金の文化みたいなものもまだ相当残っている業者もおいでると思いますの

で、そこは今おっしゃったような柔軟な対応も、ぜひ進めておいてもらいたいなと思いま

すんで、お願いします。 

◎大石委員長 要請で。 

◎塚地委員 はい。 

◎大石委員長 それでは質疑を終わります。 

 以上で、会計管理課を終わります。 

〈総務事務センター〉 

◎大石委員長 それでは、総務事務センターの説明を求めます。 

◎山岡総務事務センター課長 初めに、一般会計及び特別会計の令和５年度当初予算案に

つきまして、御説明をさせていただきます。御手元の当初予算及び補正予算のドッチファ

イル、資料ナンバー２、議案説明書当初予算の599ページをお開きください。 

 一般会計の令和５年度当初予算の歳入予算案について、主な内容を御説明させていただ

きます。上から３行目の１総務費負担金の総務事務センター費負担金は、当課が所管して

おります総務事務集中化システムの運用保守と、旅費事務センターの運営費の委託に要す

る経費のうち、公営企業局にかかる金額を負担金として受入れをするものでございます。 

 次のページ、600ページをお願いいたします。総務事務センター費の歳出予算案につきま

して、右側の説明欄に沿って主な内容を御説明させていただきます。 

 ２の総務事務センター費、１つ目の物品管理システム運用保守等委託料は、本庁におけ

る物品等の調達や、本庁と出先機関の備品の管理などを行っております物品管理システム
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の運用保守や、地方自治法施行規則の改正によります、歳出節７節賃金の削除、８節以降

の繰上げ、備品などのデータを一括して取り組む機能を追加するなどの改修に要する費用

でございます。 

 なお、歳出節番号の削除繰上げにつきましては、この後御説明をいたします総務事務集

中化システム運用保守等委託料、新旅費システム改修委託料におきましても、同様に実施

するものでございます。 

 ２つ目の総務事務集中化システム運用保守等委託料は、会計年度任用職員の任用や離職

の手続を初め、諸手当の認定や年末調整の実施、光熱水費などの共通経費の支払いを集中

して処理しております総務事務集中化システムの運用保守や、新設されます高齢者部分休

業制度への対応などの改修に係る経費でございます。 

 次の、旅費事務センター運営委託料は、職員等の出張におきまして、旅程の作成からチ

ケットの依頼、支払いまでの事務処理を行っております、旅費事務センターの運営に要す

る経費を計上しております。 

 次の、新旅費システム運用保守委託料は、現在運用しております第２期新旅費システム

の運用保守に要する経費でございます。 

 その下の、新旅費システム改修委託料は、歳出節の削除、繰上げを行うものでございま

す。 

 次の、総務事務委託料は、総務事務センターが集中処理を行っております総務事務の一

部を、平成29年10月から外部に委託しておりまして、現在の委託期間に引き続き、令和５

年10月から令和８年９月までの３年間の総務事務を委託しようとするものでございます。 

 次に、一番下の事務費でございます。主なものとしましては、会計年度任用職員の報酬

や公用車の任意保険料、災害対応に従事する職員用の食料、飲料水などの備蓄に要する経

費でございます。 

 次のページをお願いいたします。総務事務センター費の合計額は４億2,655万円で、前年

度から3,681万9,000円の減額となっております。その主な要因は、昨年10月から開始され

ました、会計年度任用職員の共済短期給付適用に対応するための総務事務集中化システム

の改修が終了したことによる、約3,300万円の減額や、人件費の約560万円の減額、備蓄物

資購入経費の約300万円の増額などによるものでございます。 

 602ページをお願いいたします。先ほど御説明いたしました、総務事務委託料の翌年度以

降の債務負担行為に係る支出予定額を計上しております。 

 続きまして、特別会計の歳出予算案について御説明をさせていただきます。同じ資料の7

74ページをお開きください。 

 総務事務センターは、４つの特別会計を所管しております。まず、給与等集中管理特別

会計でございます。知事部局等の職員、県立学校、小中学校の教員、警察官の給与等を支
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給するための特別会計でございまして、各課が一般会計に計上した人件費予算を積み上げ

ております。この後御説明いたします、３つの特別会計も同様でございますが、基本的に

各課からの公金振替による諸収入を財源としております。予算額は938億5,300万円で、前

年度から９億5,500万円の減額でございまして、主な要因は職員数の減によるものでござい

ます。 

 次に、777ページをお開きください。旅費集中管理特別会計でございます。この会計は、

職員等の旅費を集中的に支払うための特別会計でございます。予算額は13億8,074万6,000

円で、前年度とほぼ同額となっております。 

 次に、780ページをお願いいたします。用品等調達特別会計でございます。本庁各課、委

員会等の事務局、公安委員会で必要な物品等の調達や、納付書や賞状など調達に時間がか

かる定例様式の在庫用品の管理を、集中的に行うための経費を計上しております。予算額

は14億126万1,000円、前年度から２億2,181万4,000円の増額となっておりますが、ほぼ例

年並みの予算となっております。 

 次に、783ページをお願いいたします。会計事務集中管理特別会計でございます。会計年

度任用職員の報酬手当や、公共料金、コピー料金など、共通経費の支払いを集中的に処理

するための経費でございます。予算額は75億814万4,000円。前年度から７億6,586万8,000

円の増額となっており、主な要因は光熱水費の増額、７億4,645万5,000円でございます。 

 当初予算の説明は以上でございます。 

 続きまして、２月補正案につきまして御説明をさせていただきます。資料ナンバー４、

議案説明書、補正予算の304ページをお願いいたします。 

 一般会計でございます。右側の説明欄を御覧ください。総務事務集中化システム運用保

守等委託料につきましては、会計年度任用職員の共済短期給付適用に対応するための改修

について、減額を行うものでございます。これは、適用対象者の範囲などの制度の詳細が

明らかとなったことを受けまして、業務仕様書の見直しを行ったことによる減額でござい

ます。 

 次の事務費につきましては、備蓄物資の購入や公用車の任意保険契約の入札残について

減額を行うものでございます。 

 次に、359ページをお開きください。旅費集中管理特別会計でございます。新型コロナウ

イルス感染症対策の影響等によりまして、各所属での旅行業務が減ったことに伴う旅費の

執行残につきまして、減額を行うものでございます。 

 次に、362ページをお願いいたします。用品等調達特別会計でございます。備品購入など

の執行状況にあわせて減額等を行うものでございます。 

 最後に、365ページをお開きください。会計事務集中管理特別会計でございます。各所属

の会計年度任用職員の任用状況や、光熱水費などの共通経費の執行状況にあわせまして、



 43 

不用額の減額を行うものでございます。 

 総務事務センターの説明は以上でございます。 

◎大石委員長 それでは質疑を行います。 

◎野町副委員長 先ほど御説明があった361ページの補正で、旅費の関係で１億3,600万円

ぐらいマイナスという話だったと思います。総務事務センターに聞く話じゃないのかもし

れませんが、コロナも含めて、ここ数年職員の旅費が少なくなったんだろうと思うんです

が、テレワークとかリモートでの会議とか、東京とここを結んだりといろいろできてきて、

トータルとして旅費が落ちてきて、今度コロナが、マスクも今日取れて、旅費が復活をし

てくる方向に行くのか。あるいはデジタル化が進んだので、旅行はあまりしないような方

向ということか。事務センターの方々も含めて、ほかの部局からの情報として、どうなっ

ていきそうなのかを教えていただけますでしょうか。 

◎山岡総務事務センター課長 旅行命令件数につきましては、コロナ前、平成30年が16万2,

000件ありました。令和元年度が15万4,000件余り、コロナの患者が発生しました令和２年

度になりますと、10万5,000件余り。令和３年度が若干回復をいたしまして、11万2,000件

余り。令和４年度２月末現在の数字が、11万6,000件ということで、命令件数自体は、徐々

に件数は回復をしてきておる状態にはございます。コロナ前までの数字までには、戻らな

いのではないかとは予測はしておるところでございますが、件数的に見ますと、徐々に回

復はしてきておると、そういう状況にございます。 

◎野町副委員長 管理をするところですから、全体の旅費がどうという話ではないんです

けど。デジタル化がせっかく進んで、デジタルの世界で結ばれるような会議で、出張が必

要なくなることと、商談を含めて、やっぱり人と人が会ったほうがいいというところもあ

るんだろうと思うんで、その辺が県庁全体としてどうなのかを一番分かっていらっしゃる

ところかなと思って、聞かせていただきました。 

◎大石委員長 それでは、質疑を終わります。 

 総務事務センターを終わります。 

 以上で、会計管理局を終わります。 

ここで休憩します。再開は２時30分といたします。 

 

(休憩 14時12分～14時28分） 

 

◎大石委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

《教育委員会》 

◎大石委員長 次に、教育委員会を行います。 

 それでは、議案について教育長の総括説明を求めます。なお、教育長に対する質疑は、
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各課長に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。 

◎長岡教育長 議案の説明に先立ちまして、２点御報告がございます。 

 まずは教職員の不祥事について、３件御説明をいたします。 

 １件目は、強制わいせつ行為等により懲役２年の実刑判決が確定しました、県立高岡高

等学校事務職員に対し、12月28日付で免職の懲戒処分を行いました。 

 ２件目は、障害行為により罰金30万円の略式命令を受けました、県立高知丸の内高等学

校会計年度任用職員に対し、12月28日付で報酬の月額の10分の２を減給する懲戒処分を行

いました。なお、当該職員から退職願が提出されたため、これを受理し、同職員は同日付

で退職をしております。 

 ３件目は、詐欺の容疑で起訴されました、県立高知東高等学校教諭について、12月28日

付で起訴休職処分を行いました。本事案につきましては現在公判中であり、事案の詳細は

明らかになっておりませんが、事実認定を行った上で厳正に対処してまいります。 

 教職員の度重なる不祥事により、県民の皆様の信頼を大きく裏切ることになりましたこ

とを深くおわび申し上げます。 

 もう１点の御報告は、公立学校職員の退職手当に係る算定の誤りでございます。令和２

年度以降に退職しました、臨時的任用教職員等の一部の方の退職手当の算定の誤りがあり、

支給すべき額よりも少ない額を支給していた事実がございました。御本人をはじめ、関係

者の皆様に多大なる御迷惑、御心配をおかけしましたことをおわび申し上げます。誠に申

し訳ございません。 

 県教育委員会としましては、教職員による不祥事の根絶に向けて、全ての教職員が公務

員としての職責を改めて自覚し、勤務時間内外を問わず、高い倫理感を確立するよう取り

組むとともに、教職員が互いに認め合い高め合うチームづくりに努め、子どもたちのため

に一丸となって職務に精励することで、県民の皆様の信頼回復に努めてまいります。 

 また、事務局内の事務処理につきましては、チェック体制を一層強化し、このような事

態が生じないよう再発防止に努めてまいります。なお、これらの事案の詳細につきまして

は、後ほど担当課長から御説明をさせていただきます。 

 それでは、議案の説明をさせていただきます。 

 教育委員会所管の議案は、令和５年度高知県一般会計予算など予算議案が４件と、条例

その他議案が３件でございます。 

 まず、令和５年度当初予算について御説明をさせていただきます。御手元にお配りをし

ております、青いインデックスで、表紙に総務委員会資料、議案説明資料と記載しており

ます資料の１ページをお開きいただきたいと思います。 

 当初予算の総括表でございます。一般会計予算につきましては、総額822億5,494万1,00

0円で、令和４年度当初予算と比較しますと19億3,600万円余りの減、対前年比97.7％とな
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っております。このうち、教職員の給与や退職手当などの人件費は608億3,061万円余りで、

前年度比59億6,144万円の減。人件費を除いた、いわゆる政策的な予算額としましては、 

214億2,432万円余りで、前年度比40億2,521万円余りの増額となっております。 

 また、高等学校等奨学金特別会計予算は、２億3,000万円余りを計上しております。 

 人件費を除く予算の主な増減項目につきましては、下の表を御覧いただきたいと思いま

す。まず、増額の主な予算につきましては、１番目にございます県立安芸中・高等学校と

安芸桜ケ丘高等学校との統合や、清水高等学校の高台移転などに伴う施設整備に係る費用

などでございます。 

 ３ページをお開きいただきたいと思います。第２期教育大綱等の施策体系に沿って、令

和５年度予算のポイントをまとめたものでございます。この資料に沿って、主な内容を御

説明させていただきます。 

 まず、１チーム学校の推進についてでございます。来年度は、小中学校において授業改

善、学校の組織力強化及びＡＩデジタルドリルの効果的な活用方策の研究に取り組んでま

いります。具体的には、指導主事等の学校支援訪問や、教科ごとの研究協議会による授業

改善、ＡＩデジタルドリルを活用した基礎学力の定着に向けた取組などを進めながら、継

続的な学力向上検証サイクルの確立を目指してまいります。 

 高等学校につきましては、新たな学びとしまして、新しい学習指導要領において求めら

れている、指導と評価の一体化の研究の成果を、学校支援チームやアドバイザーを通じて

普及し、授業・指導の改善を図ってまいります。 

 次の、学校部活動の地域連携等の推進につきましては、部活動の地域連携や地域移行の

在り方などについて議論を深めていくとともに、部活動指導者の外部人材の活用を充実し

てまいります。 

 環境教育の推進及び太陽光発電設備の設置につきましては、県立高等学校にモデル校を

指定し、ＳＤＧｓやカーボンニュートラルをテーマとした課題解決学習を実施しますほか、

来年度は岡豊高等学校と現在新校舎の整備を進めております清水高等学校に太陽光発電設

備を設置いたします。 

 次に、２厳しい環境にある子どもへの支援や子どもの多様性に応じた教育の充実につい

てでございます。まず、スクールソーシャルワーカー等の活用の推進につきましては、ス

クールソーシャルワーカーと市町村児童福祉担当部署との相互連携による支援体制の強化

など、専門人材の効果的な活用を推進してまいります。 

 あわせてその右、不登校特例校などの多様な教育機会の確保策の検討につきましては、

国が示しております不登校特例校の設置やフリースクールとの連携など、多様な教育機会

の確保といった新たな観点からの対策を検討してまいります。 

 最後の、小中学校の特別支援学級における教育の質の向上に向けた取組の強化につきま
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しては、外部の専門家等によるサポートを実施してまいりますほか、特に学級数が増加し

ている自閉症・情緒障害特別支援学級について公開授業研究会を開催するなど、自閉症・

情緒障害特別支援学級の授業づくり支援を行ってまいります。 

 次に、３デジタル社会に向けた教育の推進についてでございます。まず、遠隔授業の実

施校や科目の充実につきましては、遠隔授業実施校を16校に拡充するとともに、配信科目

に「情報Ⅰ」を追加するなど、遠隔教育のさらなる充実を図ってまいります。 

 次の、遠隔教育システムの活用による中学校の免許外指導に対する支援につきましては、

支援教科に「家庭」を加えるとともに、新たな支援地域の設定、学校間での遠隔オンライ

ンによる免許外支援等に取り組んでまいります。 

 次に、４の地域との連携・協働についてです。まず、一番上になりますが、現在取り組

んでおります新安芸中学校・高等学校や、清水高等学校の新校舎整備等を着実に進めてま

いります。 

 その下の高等学校と市町村、産業界が連携・協働して行う学校の魅力化に向けた取組の

充実につきましては、中山間地域等の高等学校において地域と連携したコンソーシアムを

構築することで、学校と地域が一体となって高等学校の魅力化や人材育成に向けた取組を

推進してまいります。 

 次に、５就学前教育の充実についてです。保幼小の円滑な接続に向けた「接続期カリキ

ュラム」の普及につきましては、今年度モデル地域において作成を進めてまいりました、

就学前から小学校への接続期のカリキュラムの実施・検証を行うとともに、その成果の県

内全域への普及を図ってまいります。 

 また、幼児期の教育に関する周知・啓発の取組の強化としまして、日本の幼児教育を牽

引する専門家、大学の先生による講演会の開催などにより、幼児教育の理解促進を図って

まいりますほか、親育ち支援の充実としまして、子育てに対する自覚や意欲を高められる

よう、アドバイザーによる助言などを通して保護者や保育者への支援を行います。 

 次に、６生涯学び続ける環境づくりと安全・安心な教育基盤の確保についてでございま

す。まず、県立学校体育館の空調設備の整備につきましては、授業や部活動の熱中症対策

に加え、災害時には避難場にもなる県立学校の体育館の環境整備のため、空調設備の設置

を進めてまいります。 

 また、閲覧型電子書籍サービスの導入につきましては、オーテピア高知図書館におきま

して閲覧型の電子書籍サービスを新たに導入し、県内のどこからでも気軽に情報収集がで

きる環境を整えてまいります。 

 次に、この資料の右側の下段を御覧ください。６つの基本方針に横断的に関わる取組に

ついてでございます。 

 まず１つ目の、不登校への総合的な対応につきましては、先ほど御説明いたしましたス
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クールソーシャルワーカー等々、市町村児童福祉担当部署の連携を強化してまいりますほ

か、校内適応指導教室につきましても設置校を拡充してまいります。 

 次に横断的な取組の２つ目、学校における働き方改革の推進につきましては、教員業務

支援員や運動部活動指導員などの外部人材の活用を拡充するとともに、自動採点システム

や校務支援システムの活用を引き続き進めていくなど、ＩＣＴを活用した働き方改革に取

り組んでまいります。 

 以上が、令和５年度当初予算案の概要でございます。 

 ４ページから17ページは、来年度の取組の詳細となっております。 

 その資料の18ページを御覧いただきたいと思います。18ページでございます。教育委員

会事務局における主な組織改正・定数補正の概要について、御説明をさせていただきます。 

 まずポイント１としましては、部活動改革の推進に向けて、学校部活動の地域連携や地

域移行の在り方などを検討するため、保健体育課に部活動改革担当チーフ１名と担当１名

を配置します。 

 またポイント２のとおり、高等学校の振興等に係る次期計画の策定準備としまして、市

町村や関係機関との意見交換などを実施し、まずは県内の高等学校を取り巻く現状等の把

握や情報収集・分析を行った上で、それらを踏まえて次期計画の策定に向けた検討を行う

ため、高等学校振興課に計画調整担当チーフ１名と担当２名を配置いたします。 

 ポイント３、４は、いずれも教育センターに関するもので、教育事務職員研修の充実・

強化としまして、教育センターに専門企画員を新たに１名配置するとともに、免許外指導

担当教員への支援の充実のため、担当１名と、会計年度任用職員となりますが免許外教科

専門支援員を１名増員いたします。 

 なお、今回の組織改正・定数補正により、教育委員会の所属数は令和４年度と同数の11

課、出先機関は８所属のままとなります。また、職員数につきましては、高等学校総合体

育大会の終了等により、６人減の424名程度となる見込みでございます。 

 続きまして、補正予算について御説明をさせていただきます。19ページを御覧ください。

令和４年度２月補正予算の総括表でございます。 

 一般会計補正予算につきましては、執行見込みを踏まえた減額補正のほか、国の経済対

策の補正予算を活用して、学校のＩＣＴ活用に係る問合せに対応するヘルプデスクの設置

や、幼稚園、県立学校等の感染症対策に係る経費などを計上したもので、総額で２億9,00

0万円余りの減額となっております。 

 また、高等学校等奨学金特別会計補正予算につきましては、奨学金の貸与者数が見込み

を下回りましたことから5,800万円余りの減額となっております。 

 それぞれの予算議案につきましては、後ほど担当課長から御説明をさせていただきます。 

 続きまして、条例その他議案につきましては、資料ナンバー⑤令和５年２月高知県議会
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定例会議案（条例その他）の表紙の次のページに、議案目録がございますので御覧いただ

きたいと思います。 

 目録の２ページ目でございます。上から３つ目、第61号議案、高知県認定こども園条例

の一部を改正する条例議案、及び中ほどにございます第70号議案、清水高等学校校舎棟新

築主体工事請負契約の締結に関する議案、その次の第71号議案、清水高等学校体育館・多

目的教室棟新築主体工事請負契約の締結に関する議案の３件でございます。各議案につき

ましては、後ほど担当課長から御説明をさせていただきます。 

 次に、報告事項につきましては、冒頭に報告いたしました、教職員の不祥事及び公立学

校職員の退職手当の算定誤りのほかに、第２期教育等の振興に関する施策の大綱及び第３

期高知県教育振興基本計画の第３次改定案について、そして新安芸中学校・高等学校の校

歌について、さらに、令和４年度全国高等学校総合体育大会開催実績報告について、そし

て、部活動の地域連携・地域移行に係る検討状況についての４件がございます。それぞれ

の報告事項の内容につきましては、後ほど担当課長から御説明をさせていただきます。 

 最後に、教育委員会が所管いたします主な審議会等の12月議会以降の開催状況を説明さ

せていただきます。審議会等と赤いインデックスがつきました資料を御覧いただきたいと

思います。 

 高知県児童福祉審議会保育部会、高知県産業教育審議会を２月に、そして高知県社会教

育委員会を12月に、高知県立図書館協議会を２月に、高知県いじめ問題対策連絡協議会を

１月に、それぞれ開催をいたしました。 

 私からの総括説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〈教育政策課〉 

◎大石委員長 それでは続きまして、所管課の説明を求めます。 

 初めに、教育政策課の説明を求めます。 

◎鈴木教育政策課長 当課の令和５年度当初予算案及び令和４年度補正予算について、御

説明をさせていただきます。資料は②番と④番を使用させていただきます。 

 当課はご案内のとおり、教育委員会の事務局の総括部署といたしまして、事務局全体の

組織でございますとか、また事務改善、職員の給与等に関することを所掌いたしますほか、

特定の課のみの所掌に属さない、教職員の研修に関すること、また学校におけるＩＣＴ環

境の基盤的なシステム面での整備等を、主として担当してございます。また出先機関とし

て教育センターを置いてございます。本日は当課に関するものと教育センターに関するも

の、それぞれについて御説明をさせていただければと思います。 

 まず令和５年度当初予算について、御説明をいたします。資料ナンバー②、議案説明書

（当初予算）の605ページを御覧ください。まず歳入について御説明をさせていただきます。

資料の中ほど、節の区分に沿って主な内容を御説明いたします。 
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 まず、上から３行目（１）教育政策費負担金となっておりますのは、こちらは学校の校

務支援システムといいます、成績処理や出欠管理などの事務処理の効率化を図り、また業

務負担の軽減を図るシステムに係る運用経費などにつきまして、市町村からいただいてる

負担金の額が計上されてございます。 

 また、次の606ページを御覧いただければと思います。一番上の（５）教育政策費寄附金

となっておりますのは、県民の教育への関心を高めるために教育現場の取組状況などの広

報を行う事業に充当いたします、クラウドファンディングによる寄附金を計上してござい

ます。 

 次に、607ページを御覧いただければと思います。次は、歳出についての御説明でござい

ます。歳出につきましては、右側の説明欄に沿いまして主な内容を御説明をさせていただ

きます。 

 まず、１番の特別職給与費となっておりますのは、教育長の給与費。 

 次の、２番の人件費となっておりますのは、教育委員会事務局の一般職の職員の給与費

となってございます。 

 また３番、教育振興費につきましては、次の608ページを御覧いただければと思います。

一番上の教育委員会委員報酬につきましては、教育委員５名の報酬となってございます。 

 １つ飛ばしまして、訴訟事務委託料となっておりますのは、訴訟に備えまして弁護士に

支払う着手金についてあらかじめ計上しているものでございます。 

 そのすぐ下、広報委託料につきましては、先ほど歳入でも御説明をいたしましたクラウ

ドファンディングなども活用いたしまして、教育に関する取組を広く周知するための広報

に係る経費となってございます。来年度は、新たにＳＮＳなどを活用いたしまして、教育

に係る広報活動をより一層充実させていければと考えてございます。 

 次に、３つ下の、地域教育振興支援事業費補助金につきましては、こちらは、現行の教

育大綱及び高知県教育振興基本計画の基本方針を踏まえまして、各市町村が自主的・主体

的に推進する取組を、教育版地域アクションプランとして位置づけまして、支援を行う事

業となってございます。来年度も、全市町村に対して支援を行う予定としてございます。 

 次に４番、教職員費の１つ目、職員研修負担金でございます。本県の教育振興に向けた

取組の核となる教員の育成を図るために、高知大学教職大学院及び鳴門教育大学大学院に

派遣をいたします教員の入学金及び授業料について、その半額を負担するものとなってご

ざいます。来年度は、高知大学教職大学院に10名、鳴門教育大学大学院に２名の教員を、

新たに配置する予定となってございます。 

 その次、５番、情報教育推進費でございます。多岐にわたる委託を行っておりますので、

委託内容ごとに主要なものについてのみ、御説明をさせていただければと思います。 

 まず、608ページの下から２つ目の、県立学校校務支援システム更新等委託料と、次の6
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09ページの上から３つ目にございます、市町村立学校校務支援システム運用保守等委託料、

いずれも校務支援システムに関する委託料でございますけれども、こちらは全ての県立学

校と市町村立学校に導入をしております、校務支援システムの運用保守に係る経費となっ

てございます。このうち市町村立学校分につきましては、市町村からの要望を受け今般実

施をいたします文書収受機能の改修に係る費用についても合わせて計上してございます。 

 次の609ページの、情報教育推進費の中ほどにございます、県立学校ＬＡＮシステム再構

築等委託料につきましては、更新期を迎えております県立学校ＬＡＮシステムについて、

セキュリティ強化の上で再構築を行うものでございまして、先般、昨年12月議会でお認め

をいただきました、債務負担行為の現年化分となってございます。 

 そのすぐ下の、校務支援ネットワークシステム構築等委託料につきましては、平成24年

度から教育ネットワークというネットワークシステムを稼働してございますけれども、こ

ちらをいわゆるＧＩＧＡスクール構想の環境にあわせて更新するために必要な経費となっ

てございます。 

 こちらの教育ネットワークにつきましては、県内全ての公立学校などが、校務支援シス

テムに代表されます県内統一のシステムを利用するネットワークの基盤となってございま

して、かつ、公立学校がインターネットにアクセスするための基盤ともなってございまし

たが、今般のＧＩＧＡスクール構想の中で、市町村立学校が直接インターネットに接続す

る方式となりましたことから、全ての市町村での準備が完了することから、インターネッ

トサービスのアクセスのサービスを終了することといたしまして、この教育ネットワーク

という名称を校務支援ネットワークと改めまして、そのほかのサービスを継続できるよう

にシステムを更新する委託料となってございます。 

 ただいま御説明いたしました委託業務以外の、各業務の委託料につきましては、こちら

はこれまでに整備をしてございます、各種ネットワークやシステムを円滑に運用するため

の、複数年度にわたる保守管理などに必要な令和５年度分の経費となってございます。 

 続きまして６番、教育センター費でございます。１番、教育センター管理運営費につき

ましては、センター職員の人件費や清掃などの経費が計上されてございます。 

 次に、610ページを御覧いただければと思います。まず中ほどにございます、２番の教員

基本研修費につきましては、こちらは初任者研修や中堅教諭等資質向上研修、あるいは２

年次、３年次、７年次の教員が受けます教職経験者等研修、また校長・教頭等を対象とい

たしました、管理職研修などに係る経費となってございます。 

 次の、すぐ下の３番の、教員専門研修費につきましては、こちらは特別な支援を要する

児童生徒への指導力の向上を図る職務研修でございますとか、また教科の専門性と実践的

な授業力の向上を図る教科等研修、その他、人権教育あるいは保育に係る専門研修、講座

などの実施に係る経費となってございます。 
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 次の４番、教育研究指導費の中の２つ目の、遠隔教育システム構築等委託料につきまし

ては、こちらは高校の遠隔授業の拡充でございますとか、中学校の免許外の指導担当教員

に対する遠隔による支援を行うための、遠隔教育システムの運用保守に係る経費となって

ございます。 

 また飛びまして５番の、教科研究センター費につきましては、教員の自主的な授業研究

や教科研究活動を支援するために、県内４か所に配置をしてございます教科研究センター

におきまして、利用者への助言を行う指導アドバイザーの配置などに要する経費となって

ございます。 

 次に611ページを御覧ください。以上が、教育政策課の令和５年度当初予算でございまし

て、合計24億7,971万5,000円と、前年度に比べ6,679万3,000円、2.8％の増額となってござ

います。 

 続きまして、612ページを御覧ください。債務負担行為でございます。こちらに記載して

ございますのは、先ほど御説明をいたしました情報教育推進費のうち、複数年度にわたっ

て行う必要がございます、校務支援ネットワークシステム構築等委託料につきまして、債

務負担行為のお願いをするものとなってございます。 

 まず令和５年度の当初予算の説明につきましては、以上でございます。 

 続きまして、補正予算についての御説明をさせていただきます。令和４年度、補正予算

につきましては、資料のナンバー④番の資料、議案説明書（補正予算）となっております

資料の、307ページを御覧いただければと思います。 

 まず歳出について御説明をいたします。右端の説明欄の上から５行目に、３番の情報教

育推進費となっている項目がございますけれども、こちらの情報教育推進費の１つ目の、

サポートセンター業務委託料となっておりますのは、ヘルプデスク機能を持ちましたＧＩ

ＧＡスクール運営支援センターというセンターの運営に係る経費となってございます。こ

ちらの事業は、国の補正予算を活用するとともに、参加する一部の市町村から負担金をい

ただきまして、所管の小中高等学校及び特別支援学校の教員や、児童生徒からの問合せ、

またアカウント管理等々に対応するセンターとなってございます。その他、幾つかの細目

で当初の見込みを下回ったため、減額をさせていただいているところでございます。 

 最後に、309ページを御覧いただければと思います。繰越明許費でございます。先ほど御

説明をいたしましたサポートセンター業務委託料につきまして、国の補正予算に対応する

ために２月補正予算に計上してございますので、その全額を繰り越すものとなってござい

ます。 

 以上で、教育政策課の令和５年度当初予算案及び令和４年度補正予算案についての御説

明を終わらせていただきます。 

◎野町副委員長 それでは、質疑を行います。 
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◎加藤委員 教育振興費で、教育のアクションプランを進めていくという御説明があった

んですけれども、これの内容を少し御説明いただけますでしょうか。 

◎鈴木教育政策課長 こちらの教育振興費の中の、地域教育振興支援事業費補助金につき

ましては、各市町村が、現行の県の教育大綱でございますとか、また教育振興基本計画の

各種項目に沿って各市町村独自で行います教育の取組につきまして、県から一定程度補助

金を出すという事業となってございまして、こちらは既に何年度か実施をしてございまし

て、来年度は現行のスキームの中では最終年度となっている事業でございます。 

◎加藤委員 市町村それぞれ、いろんな取組をされてらっしゃると思うんですけど、何か

認定するのに基準なんかはあるんでしょうか。例えば全市町村認められて、何かしら行う

ようにはなってると思うんですけれども、そこら辺りで、認定してく上での工夫なんかが

あったら教えていただけますか。 

◎鈴木教育政策課長 認定に当たり、特段こちらのほうからこれをやってほしいといった

ような基準というのは、何か示しているものではございません。大綱計画の柱、特定の項

目の柱に沿って事業として取組をしていただくというところで、各市町村において独自に

取り組んでいただくものに対してのサポートをさせていただく事業になってございます。 

 他方、この補助金の対象となっていないテーマのものがございます。例えば、県や国の

別の補助金の対象になっておりますものはこの補助金の対象としないとか、そういったネ

ガティブな条件がございますので、そういったようなものは御周知をしつつ、基本的には

各市町村独自の取組についてサポートさせていただいているという事業となってございま

す。 

◎加藤委員 いろいろと、市町村それぞれの教育委員会が、知恵を凝らしてやってらっし

ゃると思うので、いい事例があれば、ぜひまた広げていっていただきたいと思いますし。

そこら辺り、また連携をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

◎三石委員 各市町村に補助金を出してますよね。大綱にしても、基本計画にしても、各

市町村が独自でやっていくことやから、県がとやかく言うことはないけんど、マンネリ化

してるような市町村はあるんじゃないかと思うんですね。だから、市町村は独自でやらな

いかんけれども、本県でも、第２期の教育等の振興に関する施策の大綱、第３期の基本計

画、物すごい節目というか、変わる時期に来てますよね。県は県で一生懸命やるんだけれ

ども、各市町村よね。補助金をやる割に、何か飾りで終わっちゃせんろうかというような

気もするんやけど、そこの辺りどのようなことかな。 

◎鈴木教育政策課長 当然、各市町村から上がってきたものにそのままオーケーを出すわ

けではなくて、各市町村が各施策に応じて、それぞれの目標値、いわゆるＫＰＩの設定等

をしておりますので、この補助金の事業が１年度たって、果たしてそのＫＰＩが達成でき
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てるのかどうかというのは、毎年度精査は行ってございます。 

他方、委員がおっしゃられたような御懸念等々も、こちらも一部感じている部分もござ

いまして、先ほど御説明の中で申し上げましたように、本事業は教育大綱と教育振興基本

計画に沿って実施をする事業でございますので、来年度、教育大綱、教育振興基本計画の

現行のものが終わると同時に、この事業も改めて見直しの時期が来てございます。ですの

で、より一層各市町村が、本当にこの補助をさせていただいている額をもって、きちんと

それぞれの目標を達成するような形になっているのかというのは、事業見直しの段階に来

てございます。来年度、その辺りをしっかり見れるような形の事業設計は行っていければ

と考えてございますので、御指摘を踏まえまして来年度検討させていただければと思いま

す。 

◎三石委員 県自体もやね、大綱にしても基本計画にしても、現場の先生なんかを含めて

あまり認識してない、意識してない気が物すごいします。県自体も飾りで終わっちゃせん

ろかいう気がするんですけどね、各市町村もなおさら、形だけで終わっちゃせんろかいう

気が物すごくするんですよね。国がこういう方針でやってるから、もうつくっておかない

かんわというぐらいの程度でね。それじゃいかんと思うんです。補助金もいってることで

すからね。今、課長が言われたように、見直しの時期に来てますからね。かちっとチェッ

クするところはチェックをして、どうして大綱が必要なのか、基本計画が必要なのかとい

うことを、県はもちろんやけれども、各市町村にもよく理解、浸透させな意味がないと思

いますよ。 

◎鈴木教育政策課長 本事業につきましても、県の教育大綱及び教育振興基本計画の理念

が、しっかりと市町村に伝わるようにという形で行ってまいります。また、広報に関する

委託料の御説明もさせていただきましたけれども、来年度、もちろん学校の先生方も含め

て、広く県民の皆様に対して、新しい教育大綱、教育振興基本計画の内容理念について御

理解いただくための広報についても、積極的に周知を図っていければと考えてございます

ので、御指摘踏まえまして、来年度以降対応させていただければと思います。 

◎三石委員 ぜひお願いしたいと思います。だって県民自体はそんなに意識してないもん。

一番大事な骨の部分、背骨の部分が分かってないような気がするもんね。しっかりお願い

したいと思います。 

◎野町副委員長 予算とは少し離れるかもしれませんが、先ほど管財課のほうで、県有資

産等所在市町村交付金というのがあって、いわゆる固定資産税のかわりに市町村に支払う

交付金があったんですけど、学校に関しては、教育委員会だという話で。 

先ほど御説明いただいた部分には、これがなかったんで、教育政策課ではない、高等学

校振興課なのかなと思いながら。そこら辺については担当ではないですか。 

◎鈴木教育政策課長 交付金の対象として学校があるか否かにつきましては、教育委員会
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の対象の中の交付金を所管しております、恐らく管財課の御範疇かと思いますけれども、

把握してる限りは、その交付金の中に学校がそもそも入ってはいなかったようには承知は

してございます。そもそも交付金の対象か否かにつきましては、交付金所管の管財課のほ

うの御事情かと思いますが、その辺りは教育委員会ではお答えすることはできかねるとこ

ろでございます。 

◎野町副委員長 管財課のほうで、そっちは教育委員会だと言われたもんですから。後で

また話をさせていただきます。 

◎大石委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、教育政策課を終わります。 

〈教職員・福利課〉 

◎大石委員長 次に、教職員・福利課の説明を求めます。 

◎中平教職員・福利課長 まず、令和５年度当初予算につきまして、御説明をさせていた

だきます。御手元の資料ナンバー②、令和５年２月、高知県議会定例会議案説明書、当初

予算、こちらの613ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。歳入は、ページの中ほどの節の区分に沿いまして、主なものを御説

明をさせていただきます。 

 一番上の（１）庁舎等使用料でございますが、教職員住宅の敷地に設置をしております

電柱や、教職員住宅の目的外使用に係る使用料収入でございます。 

 次の（１）教育職員検定手数料は、教員免許状の交付に係る手数料収入でございます。 

 ２つ下の（５）教職員・福利費補助金、こちらは教員業務支援員を小中学校へ配置する

ことに伴います国庫補助金でございます。 

 次のページをお願いいたします。614ページです。下の（２）職員住宅整備債、こちらは

教職員住宅の計画修繕に充当をするものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明をいたします。次の615ページをお願いします。歳出に

つきましては、ページ右側の説明欄に沿って主なものを御説明いたします。 

 まず、１一般管理費の退職手当は、公立学校の小中学校や県立学校の教職員、県教育委

員会事務局の職員、臨時教職員などの退職手当でございます。 

 次の、公務災害補償基金等負担金は、教職員の公務上の災害や通勤途上の災害に対し、

その補償を行うために設置をされております、地方公務員災害補償基金への負担金などで

ございます。 

 次の２福利厚生事業費の学校管理医報酬、こちらは教職員数50人以上の県立学校に配置

が義務づけられております、学校管理医に対する報酬でございます。 

 次のページをお願いいたします。一番上の定期健康診断等委託料、こちらは県立学校の

教職員の定期健康診断等を実施するための経費でございます。 
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 次の職員健康診断等委託料は、県教育委員会事務局職員の定期健康診断などを実施する

ための経費でございます。 

 次の人間ドック事業負担金、こちらは公立学校共済組合高知支部が実施をします、県立

学校と教育委員会事務局の教職員の人間ドックに係る経費の一部を負担するものでござい

ます。 

 続きまして、３の教職員住宅等整備費でございますが、教職員住宅管理委託料、こちら

は教職員住宅の維持管理業務を高知県住宅供給公社に委託するための経費でございます。 

 次の実施設計等委託料は、朝倉の教職員住宅の下水道接続工事をするための実施計画や、

老朽化し使用する見込みのない教職員住宅を処分するための、用地確定測量の委託に要す

る経費でございます。 

 次の教職員住宅賃貸料でございますが、県立学校の教職員住宅は平成14年までは、公立

学校共済組合の資金を借りて建設をしておりました。この賃貸料は平成10年度に建設をし

ました２棟、８戸の固定資産税に係る経費でございます。 

 次の改修工事請負費、こちらは朝倉の教職員宿舎の下水道の接続口設置工事をするため

の経費でございます。 

 続きまして４教育振興費でございます。まず、教育関係職員名簿作成委託料は、幼稚園、

小中学校高等学校、特別支援学校、県や市町村の教職員会の職員などの名簿を作成するた

めの経費でございます。その下の事務費の中には、永年勤続や、教職員の地道な教育活動

実践をたたえるなど、教職員等表彰などの表彰に関する経費などでございます。 

 次のページをお願いします。５の教職員費でございます。一番上の適性検査判定委託料

は、教員採用選考審査などにおける適性検査を委託して実施するための経費でございます。 

 次の選考審査筆記問題作成等委託料は、教員採用審査における問題作成や採点業務を委

託して実施するための経費でございます。なお、この経費につきましては、９月補正で債

務負担を承認いただいたものを含んでございます。 

 次の選考審査運営委託料は、教員採用審査に関し、会場準備や当日の監督業務を委託し

て実施するための経費でございます。 

 次の総合人事給与システム等運用保守委託料、こちらは教職員に係ります人事給与シス

テムなどの運用保守に必要な経費でございます。 

 次の市町村立学校諸手当・年末調整システム運用保守委託料は、市町村立学校の教職員

の通勤手当などの諸手当の届出や、年末調整の各種申告の手続に係ります諸手当・年末調

整システムの運用保守に必要な経費でございます。 

 次の自動採点システム運用保守委託料、こちらは採点集計業務をデジタル化し、教員の

業務の効率化を図りますため、県立学校に新たに５校、自動採点システムを新規に導入し

ようとする経費でございます。また、年間保守に係る経費も含まれてございます。 
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 次の研修等委託料は、教職員の意識改革のための研修を委託して実施するための経費で

ございます。 

 次の退職手当算定システム改修委託料、こちらは臨時教員の退職手当に係ります算定シ

ステムの改修に必要な経費でございます。 

 次の教員免許管理システム運営管理費負担金、こちらは全国統一の教員免許管理システ

ムの運用保守などに係ります負担経費を、教員免許管理システム運営管理協議会に支払う

ものでございます。 

 次の教員業務支援員活用事業費補助金、こちらは県内の小中学校に配置をします、学習

プリントの印刷などの業務に従事をいたします教員業務支援員、99名分の報酬等の補助に

係る経費でございます。 

 次の事務費には、教員の採用審査に要する経費や、教員免許法に基づく免許状の授与な

どの経費、また、県立中学校及び県立高等学校に教員業務支援員を配置する経費などが含

まれてございます。 

 下の計の欄を御覧ください。当課の令和５年度当初予算額は33億7,715万4,000円、前年

度に比べまして53億6,219万4,000円、約61.4％の減となっております。これは、令和５年

度から定年が61歳に引上げられますことから、来年度は定年退職の者がいないことから、

退職者見込み数が減ったものによるものでございます。 

 続きまして、補正予算について御説明をさせていただきます。御手元の資料ナンバー④

議案説明資料、補正予算、こちらの310ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。ページの中ほどの、節の欄をお願いいたします。（５）教職員・福

利費補助金は、校務支援員配置事業につきまして、市町村の執行見込みに伴いまして減額

を行うものでございます。 

 次のページをお願いいたします。歳出でございます。右側の説明欄を御覧ください。 

 １教職員費の校務支援員活用事業費補助金、こちらは県内の小中学校に配置をします、

学習プリントなどの印刷などの業務に従事をいたします校務支援員につきまして、市町村

の執行見込額が下回ったことによります減額をお願いするものでございます。 

 以上で、教職員・福利課の説明を終わります。 

◎大石委員長 それでは質疑を行います。 

◎塚地委員 １つは昨日、教育長が、教員が足らないと言って、教員になってくださいと

いうことを誘いに、ティッシュを配られたということなんですけど、ちょっと事はそうい

う問題でもないと思ってまして。そこの問題は、基本的に県の教育行政として最低限確保

しないといけない問題なんで、何をおいてもその対策、改善というのが重要な課題やと思

うんです。その点で、現時点で新年度の着任がちょっと難しいというような実態が今ある

のかというのはどうなんでしょうか。 
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◎長岡教育長 今年度ベースで、４月１日、４月７日、５月１日で配置できていない、基

礎定数、加配定数を含めて配置できていないというものはございませんでした。ただ、来

年度につきましては、現時点でまだ全部が埋まりきっていない。例えば、小学校、中学校

で30名ぐらい、まだ埋まりきっていないという状況がございます。ただ、これは昨年度も

基本的に４月１日までは、いろいろな方々にお声をかけさせていただいて、４月１日に間

に合わせていたというような状況がございます。そういう意味で今年度というより来年度

の４月１日時点で、30名配置できないということはないと思います。まだかなり、ここか

ら掘り起こしができていくだろうと。実際に新聞にも出ておりましたですけれども、それ

以降、県民の方々から問合せのお電話もいただいておりますんで、そういう意味で、何と

か必要数は配置していきたいと。そのための努力はしていきたいと考えております。 

◎塚地委員 ぜひ、御努力いただきたいと思います。来年度から国も５月１日から翌年の

４月30日までの、産休などに入る人への代替措置を年度当初から採用するということにも

なっているんですけど、そこは今の段階でまだ確保できたということを自信を持って言え

ないという、現場の声もあるみたいなんですけど、そこはどんな状況でしょうか。 

◎長岡教育長 おっしゃられるとおり、その分までまだ全て賄いきれてはいない状況がご

ざいます。ただ、産休に入ってくださる方は一定見えてますんで、できるだけ年度当初か

らその数は確保するような形で努力はしていきたい、というより実際その努力をしている

状況でございます。 

◎塚地委員 先ほどおっしゃった、小中学校で30人ちょっと不足してますよという人数の

中に、その産休育休の関係でプールする先生の数は入ってるんですか。 

◎長岡教育長 そこはまだ入っておりません。 

◎塚地委員 それを入れると、どれぐらいになる可能性があるんですか。 

◎長岡教育長 そこは小中学校課のほうが、正確な数字をつかまえております。この後ま

た来ますので、その中で説明をさせていただきたいと思います。 

◎塚地委員 教職員課じゃない。 

◎長岡教育長 はい。 

◎塚地委員 分かりました。それは所管課で確認したいと思います。 

 もう３月も中旬ですのでね。それが４月１日で、まだそれだけの人数が足らないという

状況は、国マターの大問題は絶対にあると思ってますし、県の努力だけでそれが解決する

のかという問題はありますけど、でもやっぱりしないといけないことで、その努力方向を

どういうふうに考えておられるかと。私どもも再三議会の中でも、例えば定数内の臨時の

先生の配置の問題で、日本一早いという状況で試験を行うことによって、これまでは臨時

の先生方の採用が70％ぐらいあったのが、今20％ぐらいしかないような状態になっている

という問題とか、様々改善すべき問題というのは、提案してきたと思うんです。そこは今、
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教育長がティッシュを配らんといかんような現状になってなお、制度的に何を考えておら

れるかというのはどうなんでしょうかね。 

◎中平教職員・福利課長 １つには、やっぱり教職の魅力化ということで、今後教員にな

っていこうと志していただく方を増やしていく必要があると思っております。先ほどお話

のありました採用試験の早期化。現在全国的にも高知が一番ですけど、ほかの県も早くし

ようというような動きもございます。ですので、今まで賄えていたところも、なお厳しく

なっていく可能性が十分ございますので、やはり高校生、大学生に、高知県で教員になっ

ていただきたい、なっていただくということの魅力を伝えていく努力は、今後一番必要に

なってくると思っています。 

◎塚地委員 魅力化にはいろいろ、労働条件の問題もありますでしょうし、チーム学校が

どういうふうに、本当に豊かに機能しているか、この間みたいなパワハラみたいなものが

ない環境をどうつくるかという、様々な観点もあろうかと思います。そこは現場の先生方

の意見もしっかり聞いて、改善の方向を打ち出していくということで。最低限の教育行政

の責任をどうやって果たすかというところで、本腰入れて取り組んでいかないといけない

と思います。今回教育長が県民の皆さんの協力も仰がれたということなんですけど、やっ

ぱり現場の先生方が、一番よく分かってらっしゃると思うんで、ぜひともお願いしたいと

思いますが、いかがですか。 

◎長岡教育長 中平課長が言ったように、当然魅力化は図っていかないといけない。あわ

せて、やはり教員の働き方改革も進めて、いわゆる処遇を改善していくということも必要

であると思います。そして、免許を持っておられる方、退職された先生も含めて、できる

だけ多くの方々にお声をかけさせていただいて、こういった方の掘り起こしもしていかな

いといけない。そういった方々と、どうしてできないのかということも含めて御相談させ

ていただいて、御協力をいただきたいと思います。そこはしっかりやっていきたいと思い

ます。 

◎塚地委員 私どもがこれまで提案してきた中身も、それをやらずにできちょったら構い

ませんけど、現実できてないわけなんで。何が必要なのかということの提案は、率直に受

け止めていただいて。ぜひ実現の方向で、前へ進めてもらいたいなと思います。そこは要

請として言っておきたいと思います。 

◎三石委員 重複する部分がたくさんあるけど、実際やっぱり魅力がないから来ないんで

すね。よし学校の先生になって現場でやろうと、そういう思いが強ければ来ますよ。そう

いう思いがないから、魅力がないから集まらないんでね。だからその魅力を、どういうよ

うにしてやるかっちゅうことで、なかなかここで話できるようなもんじゃない。どうした

ら先生になろうかって。そこの部分を考えないかんですね。魅力がないから集まらない、

そしたら、現場はどうなるのか。勤務の条件なんかもあるでしょう。保護者の対応もある、
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子どもの対応も、賃金のことなんかも含めていろいろなことが重なって魅力がないと思う

んです。そこを研究せないかんですね。 

 それと、昨日もＮＨＫにも出とった、中央公園で配りよったって。アピールすることも

悪いことではないけんど、はっきり言うてみっともない、あんまりええ格好じゃないです

よ。それと県民から電話があったって、恐らく自分も免許持っとるからね。免許制度も変

わって、やれるじゃないですか。私だって社会科の免許持っとるからね、県議辞めて講師

で雇ってくれって、やろう思うたらやれんことないよ。年齢制限ないんでしょ。 

 けどね、そんな誰彼雇ってどうするんですか。特に子どもは先生の一声で人生が変わっ

たりする、物すごく大事な仕事でもあるわけ。だから何でもかんでも集めて、突き出しゃ

あえいっちゅうもんでもないしね。その辺りどういうふうにして人選をしているのか。恐

らく登録式にしてやね、そんな先生方は採用せんというような仕組みにはなってるとは思

うけどね。そこら辺りのこと。 

 それと、確かに基本的な、法的なことが１次試験に出てくるじゃないですか。筆記は何

度受けてもなかなか通らない、勉強しないとなかなか難しい部分もあるんよね。けれども、

実際臨時講師として２年も３年も４年もやって、講師でありながら学級担任をやって、学

級経営ができる。部活も一生懸命やる。保護者との対応もえい。子どもに対する対応もえ

い。もう満点なんやけれども、筆記がいかんために、１次でいかんようになって２次まで

残れないっちゅう先生方もたくさんいるわけですね。 

 ですから、例えば、校長が評価するのか、誰が評価するのか分からないですけれども、

実際臨時講師のときにやってる先生の姿を見て評価をしてやって、これは現場でやってい

けるというように判断すれば、今、１次試験の免除というのはあるんだけれども、もうそ

のまま採用させるとかですね、そんな形のことも考えていかないかんと思うんですね。 

 それと、あるところなんかは、今までずっと少人数学級ということでやってきましたよ

ね。それは手が足せてえいですよ。子どもがよく見えるし行き届いてえいです。50人より

か30人、30人より25人ぐらいのほうがえいですわ。あんまり数が少ないと、3人4人になっ

たら複式になってまたおかしくなると思うんだけども。 

 先生が足りないから、35人学級を40人学級にまた返すとかいう動きもあるように聞きも

するんだよね。そんなことあるんですか。 

◎長岡教育長 今、各県独自で、例えば高知県でもそうですけど、35人学級を実施してい

るというようなことがあります。ある県によっては、例えば38人学級をやっているとか。

それが、国のいわゆる義務標準法では40人学級ですので、38人学級を40人学級に戻すとか、

そういったことをやっている県が最近出てきたと。例えば沖縄県とかなんかは、教員がい

ないために40人学級までの中で元に戻そうというようなことが実際行われているとは聞い

ております。 
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◎三石委員 そこら辺り、県独自でやれることがたくさんあるわけでね。これこそチーム

を組んで、チラシ配るのもええけんど、そういうことじゃなくて、どうしたら本県にね。

他県も同じような状況っちゅうことは、よく分かるんだけれども。さっきの採用試験のこ

とにしたってそうよね、日本一早い採用試験やりますっていうて。それはええけど、受け

るだけ受けて合格はしたけれども、練習で受けたみたいなもんで、次、自分ところの県へ

帰って受けて、そっち通ったらそっち行って、がーっと穴が空くっていうようなこともあ

るし。 

 そんなことなんかも全部含めて、チームを組んで、どうしたら本県の教育界に先生方が

集まってくれるのかということを、今言うたようなことも含めて研究して、実践せないか

んと思うんですね。どうですか。 

◎長岡教育長 今おっしゃっていただいたこと、特に高知県の教育界が非常に魅力的であ

ると。やはり高知県の学校の教員になりたいと言ってもらうことが、一番必要なことだと

思います。そのために我々として、高知県の学校、あるいは教員としての魅力を、どう高

めていかないといけないのかということは、ぜひ教育委員会一丸となって、検討を進めて

いきたいと思います。 

◎三石委員 くどいようやけどね、チラシを配ったり宣伝したりは傷口にばんそうこう貼

るみたいなもんですよ。やっぱりじっくり腹据えて、腰据えて、考えないかんね。一時的

なことやん、そんなん。免許持っとる過去に教えた先生方、臨時でいくらでも雇いますか

ら、来てくださいって呼びかけて、何か80歳ぐらいの英語の先生も、実際来てやられてる

ということも聞くんやけれども。それもええけんどあんまり格好がええもんじゃないわね。

じっくり考えないかんと思いますよ。 

◎長岡教育長 確かに教員免許を持ってる方を集めたいという気持ちもあったわけですけ

れども、それだけではなくて、やはり県民の方々に高知県の教育界の現状というものを知

っていただきたい、そして高知県の学校教育に興味を持っていただきたい。仮に集まらな

いとしても、学校教員に「頑張ってるね」と声をかけていただきたい。そんなつもりで実

施したところですけれども、基本的には委員が言われるとおりに、高知県の教育、あるい

は学校の魅力をどう高めていくのかということを、真剣に、早急に考えていかないといけ

ないと思いますので、そこはやらしていただきたいと思います。 

◎野町副委員長 確か12月議会で、大変厳しい嫌な質問をさせていただきました。最初に

皆さん方が頭を下げた内容で、異常事態じゃないかというお話もさせていただきながら、

その学校の魅力化に関連してああいう質問をさせていただきました。 

 やはりテレビドラマでもそうですし、いろんなマスコミの記事で、先生の職場の環境と

いうのがなかなか厳しいということも、世間としてこういう状態になってるというお話も

含め、メンタルの部分をしっかりとサポートをしてあげないといけないんじゃないかとい
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うことも含め、この616ページで、5,500万円ぐらいかけて定期健康診断とか職員の健康診

断委託料とか人間ドックとかということでやってるんですけど、メンタルヘルスという部

分ではどういうことをやってるのか、教えていただけませんでしょうか。 

◎中平教職員・福利課長 メンタルヘルス対策としましては、定期健康診断と別に、学校

現場と学校事務局でストレスチェックということで、まずチェックをかけるということと、

あと予防的な対策としまして、公立学校共済組合が実施をします相談窓口、それには医師

専門の方の窓口や心理士の対応していただく窓口なんかがございます。それで仮に発症し

てお休みをされて、今度現場へ復帰されるということがございましたら、大体４週間程度、

慣らしで勤務をしていただくという仕組みを取り入れています。それで医師とか、県立学

校の校長、小中学校の校長で構成します審査会で、御本人との面談なんかを通じて、スム

ーズに復帰ができるように、また復帰後どういったことに気を付けたりしたらいいかと、

いろんなアドバイスができる仕組みをとって、対応しておるところでございます。 

◎野町副委員長 私もメンタルが弱いほうですから。元先生に命を救われましたけれども。

何というか、なってみて初めて分かることってすごくあって。長期休養されている方々と

か、あるいは事件を起こされる方々って、多分知事部局よりも相当ストレスがかかってい

るからこうなっているんだろうと。それは十分お分かりだろうと思うんですが。チーム学

校が本当にいいのか、コミュニティースクールがいいのか、デジタル化がいいのか、ある

いは教員不足が問題なのか。しっかりとメンタルヘルスで先生方にもお聞きになる中で、

何が問題なのかというのを分かって採用云々もやらないといけないんじゃないかと思うの

で、特にメンタルの部分の支援、サポートというのは、知事部局よりももっと突っ込んで

やらないといけないんじゃないかなと。私の知り合いの教員でも休んでいる子もおるし、

本当にしんどい思いをしている方もいらっしゃるんです。それは知事部局の公務員の方々

でも同じことなのかもしれませんけれども、僕は随分学校現場というのはストレスが多い

んじゃないかと思うんで。そこら辺、教職員・福利課でもっと突っ込んだ仕組みを考える

べきじゃないかと思うんですけど。そこら辺、教育長どうでしょう。 

◎長岡教育長 教員のメンタルというのは、御本人もそうですけれども、学校も、そして

子どもたちも影響を受けてくる。そういう意味で、先生が元気で学校に出てきてくれる、

そして子どもたちと日々、懸命に勉強してもらうというのが一番だと思います。その先生

が心の病で学校に出てこれなくなる、それはできるだけというか、基本的になくしていか

ないといけない。そのための方策は一体何なんだというのを、これまでも相談機関とか、

そういうものでやってきましたけれども、それだけではやっぱり駄目だろうということで。

やはり来年度については教育委員会の内部の中に、教員のメンタルヘルスについてのプロ

ジェクトチームを組んで、対応方策を具体的に考えていこうというところを、今、計画を

しているところでございます。 
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◎野町副委員長 安心しました。ぜひ、それをしっかりと進めていただいて。やっぱり元

気な先生に教えていただくことが、本当に子どもたちにとって一番だと思いますので。そ

こをやっていただくことで、だんだんに先生になろうかいう人も出てくるんじゃないかな

という気もします。そこの根本のところを、ぜひ詰めていただきたいなと思います。あり

がとうございました。 

◎上田（周）委員 実は、私的なことで、近くに学芸と学園の先生をしてた、１つ上の先

輩と、同級生の方がおりますの。教員のメンタルヘルスで、全国で6,000人ぐらいおります

よと。高知県が50何人言いましたかね。そんな中で、そういった先生をしていたお２人に

聞きますと、自分らのときは結構クラスが多くて、つまずいたときに相談ができると。先

ほど課長が窓口がありますよって言うたけど、それ以前に相談できるところが今はないか

ら、その辺は学校の管理職の方が目配りをするとか。なかなか大変かも分からんけど、そ

ういうことを言ってましたので、先ほどの御答弁で内部にというお話がありましたが、ぜ

ひ、そこの辺も積極的に取り組んでいただきたいと思います。教育長、何かあれば。 

◎長岡教育長 今おっしゃっていただいたように、教員同士の中で支え合うとか、相談し

合うとか、そういうことが一番の力にはなってくるだろうと。全然知らないところへの相

談、それも上の先生に相談するというのも心強いことだとは思いますけれども、そこへ行

くまでに学校の中で相談し合う体制、あるいは支え合う体制をつくっていくことは大切だ

と思います。そういう体制をどうすればつくれるのかということも含めて、我々としても

来年度ちゃんとしていきたいと思っております。 

◎上田（周）委員 春休みが終わって、４月から新学期が始まって、新任の先生も入って

きますよね。そのときに、これまでやったらコロナ禍で結構教職員の方大変やったと思い

ます。それが日常が戻って、いろんな学校の行事がまた増えてくる、戻ってくると思いま

す。そこが１つのポイントかなと個人的にも思いますので、ぜひ、そういうことも含めて、

よろしくお願いいたします。 

◎塚地委員 先ほど言った、高知県の教育の魅力化という問題に絡めると変なことになる

かもしれないんですけど。先日の、パワハラが一部ありましたと教育長も認められた件で、

あれだけ報道機関でも明らかになってきた中で、今後の対応をどうしていくのかというこ

とは全国的に注目されてて、高知県の教育委員会はこういうふうにこの問題にきちんと対

応するんだなということが全国的に分からないと、そこは不安になるかなというところは

あって、今後の対応としてどんなことを考えておられるのかということだけ教えていただ

きたいです。 

◎長岡教育長 この事案については、当事者の方も含めて真摯に対応していかないといけ

ないとは考えております。ただ、もっと総括的に言うと、パワハラを起こさない対策とい

うのはどういうものがあるのか、あるいは起こったときにそれを認定するようなシステム
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としてはどういうものがあるのか。そんなことを含めて、我々としては検討していかない

といけない。そんな組織が必要なのかどうかも含めて、これから検討していくことを今考

えております。 

◎塚地委員 メンタルヘルスの問題も含めてすごい大事な問題だし、こういう問題に誠実

に、スピーディーに、きちんと対応できるという組織でないと、そういう問題を繰り返し

てくると思うんで。ぜひ、真摯に向き合っていくというお話もありましたので、今後の対

応をよろしくお願いしたいと思います。 

◎大石委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、教職員・福利課を終わります。 

〈学校安全対策課〉 

◎大石委員長 次に、学校安全対策課の説明を求めます。 

◎大﨑学校安全対策課長 最初に、令和５年度当初予算案につきまして、主要な事業を中

心に御説明をさせていただきます。御手元の資料ナンバーの②の議案説明書の619ページを

お願いいたします。 

 まず歳入につきましては、基本的に歳出と連動いたしますので、主なものに絞って説明

させていただきます。項目の中ほどの節の区分の一番上にございます（２）学校安全推進

費負担金は、児童生徒が学校の授業中や部活動等で負傷等をした際の医療費等を給付する、

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に係る掛金について、児童生

徒と保護者に負担していただくものでございます。 

 次に、620ページをお願いいたします。２つ目にございます（６）県立学校貸付料は、県

立学校に設置しております自動販売機に係る貸付料でございまして、入札による貸付契約

に基づくものでございます。 

 １つ飛びまして（３）学校安全対策課収入は、先ほど御説明した災害共済給付制度に基

づきまして、日本スポーツ振興センターから児童生徒に支払われる医療費等を受け入れる

ものなどでございます。 

 続きまして、歳出について御説明をさせていただきます。621ページをお開きください。

ページの右側の説明欄に沿って、主要なものについて御説明をいたします。 

 １施設整備費は、県立学校施設の改修などの施設整備に要する経費でございます。 

 このうち、２つ目の設計調査等委託料は、高知ろう学校など４校の体育館空調設備整備

工事の実施設計や、高知丸の内高校長寿命化改修工事実施設計と県立学校施設の改修工事

などに係る設計委託などに要する経費でございます。 

 次の、622ページを御覧ください。３行目にございます施設整備工事請負費は、高知北高

校のエレベーター設置工事や、岡豊高校の太陽光発電設備設置工事、高知追手前高校本館

の長寿命化改修工事など、学校施設整備の工事に要する経費でございます。 
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 次に、２の維持修繕費は、各学校で執行する比較的小規模な修繕など、県立学校施設等

の維持修繕に要する経費でございます。 

 次に、下の２児童費の１教育の森造成事業費についてでございます。その下、教育の森

造成事業費補助金と、次の教育の森施業転換資金利子助成補助金は、県立高校の教育の森

の維持管理を行っている高知県森林整備公社への補助金でございます。 

 623ページをお願いいたします。１行目にございます、２学校安全推進費は、防災教育を

はじめとした学校安全の推進のための事業費でございます。 

 まず、高校生防災学習推進事業委託料は、高知県高校生津波サミットの一連の取組とし

て、世界津波サミットに参加するための旅行の手配業務等を事業者に委託する経費でござ

います。 

 次の安全運転講習委託料は、県立高校において原動機付自転車の安全運転講習を委託し

て実施するための費用でございます。 

 次の自転車ヘルメット着用推進事業委託料は、県立学校で自転車通学をしている児童生

徒を対象としまして、ヘルメットの購入費用を支援するものでございます。 

 その次の学校安全総合支援事業委託料は、国の委託事業で、モデル地域を所管する市町

村において、拠点校を中心に安全教育の推進に取り組むものでございます。 

 １つ飛びまして防災士養成研修負担金は、高知県高校生津波サミットの活動の実践員と

なる高校生が、防災リーダーを目指して防災に関する基礎的知識や技能を身につけ、地域

の防災活動の担い手となる防災士の資格を取得するための費用を負担するものでございま

す。 

 その次の地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金は、子どもの安全確保の体制

を整備するために、学校や通学路の巡回指導等を行うスクールガード・リーダーの配置や、

学校安全ボランティアの養成講習会の開催、見守り活動の実施に係る経費など、通学路等

における安全対策に取り組む市町村に対し補助を行うものです。 

 その次の自転車ヘルメット着用推進事業費補助金は、市町村立学校で自転車通学をして

いる児童生徒を対象として、ヘルメットの購入費を負担する市町村に県から補助を行うも

のです。 

 その次の災害共済医療費等給付金は、学校の授業や部活動中、登下校中などにおける児

童生徒のけが等に対しまして、日本スポーツ振興センターから給付される医療費等の支出

に係るものでございます。 

 一番下の事務費の主なものは、県立学校の児童生徒教職員用の水食料等の備蓄物資の整

備・更新に係る経費や、災害共済給付に係る県の掛金支出などでございます。 

 次の、624ページをお開きください。１文教施設等災害復旧事業費は、県立学校施設が台

風などの災害で被害を受けた場合に備え、復旧に要する経費としてあらかじめ一定額の予
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算計上をお願いするものでございます。 

 以上、当課の令和５年度当初予算案の総額は９億9,405万1,000円でございまして、前年

度より３億8,894万1,000円の減となっております。減額の主な理由としましては、空調設

備の更新に係る事業の減額などによるものでございます。 

 次に625ページをお開きください。債務負担行為に係るものでございます。県立学校の施

設整備に関わるものでございまして、一番上の高知追手前高等学校と、その下の高知小津

高等学校につきましては、長寿命化改修事業が令和５年度から６年度の２か年に及ぶため、

工事請負費とその管理委託料の債務負担行為の承認をお願いするものでございます。 

 また、一番下の日高特別支援学校につきましては、老朽化した寄宿舎を建て替えるため

の設計委託業務が、令和５年度から６年度の２か年に及ぶため、設計委託料の債務負担行

為の承認をお願いするものでございます。 

 続きまして、令和４年度２月補正予算案につきまして、御説明をさせていただきます。

御手元の資料ナンバーの④の議案説明書の312ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳入につきましては、次に説明いたします歳出と連動して、国の補助金や交付金を減額

するものでございます。 

 313ページをお開きください。歳出につきまして、ページ右側の説明欄に沿いまして御説

明をいたします。１施設整備費につきましては、国の会議や学校施工業者との協議等に要

する旅費が当初の見込みを下回ったため、減額をするものでございます。 

 次の１教育の森造成事業費の教育の森造成事業費補助金につきましては、高知県森林整

備公社の収入が当初の見込みを上回ったことなどから、県の補助金を減額するものでござ

います。 

 次に２学校安全推進費でございます。高校生防災学習推進事業委託料につきましては、

防災学習の旅行手配等の委託業務に入札残が生じたことによりまして、減額をするもので

ございます。 

 次の事務費につきましては、県立学校に設置しているＡＥＤの更新に入札残が生じたこ

となどによりまして、減額をするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

◎大石委員長 それでは、質疑を行います。 

◎上田（周）委員 確認ですが、追手前高校と小津高で債務負担行為の予算が出てます。

令和５年度から６年度の２か年で長寿命化を進めていきますということですが、資料を調

べたら追手前の建築年が昭和５年、小津高が昭和７年ということで、もう90年近くたって

ます。そんな中で、令和４年度は追手前高校でボーリング調査もやられてますが、その結

果がどうだったかということ、それと耐震関係はもう出来てるかどうか。そこをまず確認

を。 
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◎大﨑学校安全対策課長 まずボーリング調査、地質調査でございます。これはエレベー

ター棟を今度設置することに対する調査になります。この債務負担行為は今の本館の西側

半分の工事になります。エレベーター棟は東側半分にあわせてやりますので、また次の段

階に工事をすることになります。 

◎上田（周）委員 耐震で。 

◎大﨑学校安全対策課長 耐震化につきましては、全て終了しております。 

◎上田（周）委員 説明で、結局１期、２期といくんですが、工事は子どもが授業を受け

ているときも進めていくわけですよね。要請ですが、その辺り慎重に。先ほど言ったよう

に、結構築年数もたってますので。よろしくお願いしたいと思います。 

◎大﨑学校安全対策課長 おっしゃるとおり、工事については子どもの安全に十分配慮し

て進めていきたいと思います。 

◎大石委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、学校安全対策課を終わります。 

〈幼保支援課〉 

◎大石委員長 次に、幼保支援課の説明を求めます。 

◎田中幼保支援課長 当課から、所管する予算議案と条例議案を１件御説明いたします。

まず、令和５年度当初予算案について御説明します。資料ナンバー②、626ページでござい

ます。 

 まず歳入でございます。主なものを御説明いたします。左端、中ほど、12教育費補助金

は、幼児教育・保育の質向上を図る取組や、保育士の確保対策、また、認定こども園の整

備などに関します国からの補助金でございます。 

 その下、11教育費委託金は、高知市と連携して取り組んでおります保幼小連携・接続の

取組に関する国からの委託金でございます。 

 続きまして、628ページをお願いいたします。歳出です。右端ですが、まず１番の幼保連

携推進費と、後ろのページになりますが、10の親育ち支援推進事業費につきまして議案説

明資料により御説明いたします。青いインデックス、教育委員会の議案説明資料の13ペー

ジをお願いいたします。 

 下半分に、令和５年度の取組とあります。当課では就学前教育の充実に向けて、左側の

教育・保育の質の向上と右側の親育ち支援の充実に取り組んでおります。 

 左側、白地の部分を御覧ください。令和５年度の取組欄でございます。 

 教育・保育の質の向上の１つ目、幼児教育の推進体制充実事業は、県内のどこにいても

質の高い教育・保育が受けられる環境の実現を目指して、各園が行います保育を公開して、

互いの実践を見合って協議する園内研修や、園全体の運営について、ＰＤＣＡサイクルに

基づいて改善を図っていく園評価という取組につきまして、当課から指導主事やアドバイ
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ザーを派遣して、国が示しております指針や要領の視点から助言を行っているものです。 

 拡、幼児教育推進費の２ポツ目になりますが、来年度は、新たにこうした各園の取組を

より一層後押しいただくため、市町村の教育長等を対象に、全国的な幼児教育の専門家に

よります研修を開催することとしております。 

 白地の２つ目、保幼小連携・接続推進支援事業です。幼児教育と小学校教育とを円滑に

つないで、小学校入学以降の教育課題を未然に防ぐため、各校、各園における接続期のカ

リキュラムの作成や実践を、これもアドバイザー等の派遣により支援するものです。 

 拡のところに記載しておりますが、本年度、高知市内の１小学校区をモデル地域としま

して、その校区内の園長と校長、また年長児と１年生の担任同士が互いの教育内容を率直

に話し合って、接続期のカリキュラムのモデルをつくるという取組を行っていただき、そ

れを高知市の所管課とともに支援してまいりました。 

 来年度は、つくり上げたカリキュラムの実践を支援するとともに、こうした取組の県内

全域への普及に向けまして、モデル地域の実践を収めたＤＶＤの県内全園、全小学校への

配布とその活用の働きかけ、また保幼小の職員対象の研修やシンポジウムを開催してまい

ります。 

 なお、高知市とは、今後この保幼小の接続に加えて、幼児教育の充実についても連携を

深めることとしておりまして、まず来年度は、先ほど白地の１つ目で御説明した園内研修

に、県の指導主事やアドバイザーを派遣する取組について、高知市内各園への派遣を拡充

してまいります。 

 右側、親育ち支援の充実は、子育てに不安や悩みを抱える保護者への親としての育ちを

支援するものです。 

 白地の１つ目は、研修や交流会の開催によりまして、県内全園に配置されております親

育ち支援担当者のスキルアップを図るものです。 

 白地の２つ目は、各園が行う、保護者を対象とした講話やワークショップへの支援など

です。その３ポツ目になりますが、本年度、こうした講話やワークショップに参加できな

い保護者に向けまして、県内の保育者が保育技術を「子育てに役立つコツ」として解説す

る動画を制作し、先月末からＳＮＳで配信しております。来年度も引き続き、より多くの

子育て家庭に支援が届くよう、各園や知事部局とも連携して、この動画のＰＲを進めてま

いります。 

 ３つ目の基本的生活習慣向上事業は、乳幼児期からの望ましい生活習慣の確立に向けた

啓発を、各園の御協力をいただきながら行うものです。 

 恐れ入ります、資料ナンバー②の議案説明書にお戻りください。629ページです。 

 右端、説明欄の下のほうになります。３保育サービス促進事業費の２つ目、保育サービ

ス等推進総合補助金は、厳しい環境にある子どもや家庭に支援を行う保育士の加配や、育
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休明けなど年度途中からの入所希望に応えるため、あらかじめ年度当初から保育士を加配

しておく、こういった手厚い保育サービスを実施する市町村に補助するものです。 

 その上下になりますが、多機能型保育支援事業委託料と同補助金は、就園未就園にかか

わらず、子育て家庭が身近な場所で支援が受けられるよう、園庭の開放や子育て相談など

を一定回数以上実施する保育所を、本県独自に多機能型保育所と位置づけ支援するもので

す。 

 次の630ページになります。１つ目、スクールソーシャルワーカー活用事業委託料は、ス

クールソーシャルワーカーの活動範囲を就学前まで広げていただき、主に５歳児とその保

護者に対して、小学校への入学に向けた生活習慣改善の助言などを行うものです。 

 次の、特別支援保育・教育推進事業費補助金は、発達障害など特別な支援を要する子ど

もを受け入れる保育所に助言を行うコーディネーターを配置する市町村や、医療的ケア児

を受け入れるために保育所に看護師などを配置する市町村に対しまして、それぞれ補助す

るものです。 

 ５番、保育士等人材確保事業費の１つ目、保育士等人材確保事業委託料は、県社会福祉

協議会にコーディネーターを配置して、求職者と保育所等とのマッチングや、高校、大学

を訪問して保育士の仕事内容を紹介する取組、また離職防止も含む人材確保という観点か

ら、保育所等の経営者を対象にした、保育現場の業務改善研修などを行うための経費です。 

 １つ飛ばしまして、保育士修学資金等貸付事業費補助金は、県社会福祉協議会が行う、

保育士の資格取得を目指す学生への修学資金の貸付けや、潜在保育士の再就職に必要な資

金の貸付けなどの事業に対し補助するものです。 

 さらに１つ飛ばしまして、保育補助者配置事業費補助金は、保育士の業務負担を軽減す

るため、保育の補助や園外活動時の見守りなどを行う職員の配置を支援するものです。 

 ６番、子ども・子育て支援事業費は、民間の保育所、幼稚園等の運営費に係ります子ど

も・子育て支援新制度に基づく県の負担分や、同制度に基づいて延長保育や病児保育、一

時預かりなど、子育てサービスの充実に取り組む市町村への補助などでございます。 

 次の631ページの中ほどになります、８番、保育所・幼稚園等施設整備事業費の１つ目、

幼稚園等緊急環境整備事業費補助金は、幼稚園などにおける遊具の整備などについて、２

つ目、環境改善事業費補助金は、保育所などにおける老朽化した備品の更新などについて、

３つ目、就学前教育・保育施設整備交付金は、高知市内の認定こども園が行う園舎改築に

ついて、それぞれ補助するものでございます。 

 一番下、多子世帯保育料軽減事業費補助金は、多子世帯の経済的負担を軽減するため、

国の無償化の対象とならない部分、18歳未満のお子さんが３人以上いる世帯の３人目以降、

かつ３歳未満児の保育料を無償とする市町村に補助するものです。 

 令和５年度当初予算案は以上でございます。 
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 続きまして、令和４年度の補正予算案を御説明いたします。資料ナンバー④の315ページ

をお開きください。歳出について、主なものを御説明いたします。 

右端の５行目になります、保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金は、国

の補助を活用した保育所等のコロナ対策への補助金につきまして、国において令和５年度

分が本年度の補正予算で対応されたため、県も前倒しで計上するとともに、317ページにな

りますが、令和５年度への繰越しもあわせてお願いするものです。 

 １行飛ばしまして、特別支援保育・教育推進事業費補助金は、医療的ケア児を受け入れ

る保育所等に、看護師を配置する市町村への補助金につきまして、当初の見込みを下回っ

たため減額するものです。 

 さらに１行飛ばしまして、保育士修学資金等貸付事業費補助金は、貸付事業を行う県社

会福祉協議会に対して、国からの補助を県が受入れて、県の負担分とともに補助している

ものですが、国からの補助額が当初の見込みを下回ったため減額するものです。 

 ５番、子ども・子育て支援事業費は、民間の保育所、幼稚園等の運営費に係る県負担分

でございますが、児童数が当初の見込みを下回ったことによる減額などを行うものです。 

 316ページになります。中ほど６番、保育所・幼稚園等施設整備事業費の１つ目、認定こ

ども園施設整備費補助金は、高知市内の２園が行う修繕や改築に補助を行ったものですが、

１園について工事費が見込みを下回ったため減額を行うとともに、もう１園は設計に日時

を要したため、令和５年度への繰越しをお願いするものです。 

 次の幼稚園等緊急環境整備事業費補助金は、国の補助を活用した幼稚園などのコロナ対

策などへの補助につき、当初の見込みを下回ったことによる減額と、令和５年度分を先ほ

どと同様、国に合わせ前倒しで計上することによる増額によりまして記載の金額の補正を

行うもので、令和５年度分については繰越しもお願いしております。 

 次の環境改善事業費補助金から事務費の３つは、いずれも国の経済対策で創設された事

業を活用して、園児の登園管理システムの導入などへの支援や、保育所等の職員を対象に

した研修など、各園の安全対策の強化を支援するもので、記載の金額の補正とともに繰越

しもお願いするものでございます。 

 予算議案の説明は以上でございます。 

 引き続きまして、当課所管の条例議案を１件御説明いたします。この議案説明資料の、

赤のインデックス、幼保支援課のページをお開きください。 

 第61号議案、高知県認定こども園条例の一部を改正する条例議案について、この資料に

よりまして御説明いたします。保育所と幼稚園の両方の機能をあわせ持つ施設である認定

こども園は、その運営などに関する基準を、国の省令・告示をもとに県が条例で定めるこ

ととされており、本県ではこの条例がそれに該当します。 

 なお、保育所も同様に、省令をもとに条例で基準を定めておりますが、こちらは資料の
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一番上、タイトルの下に括弧書きをしております。高知県指定障害児通所支援事業者等、

から始まる条例におきまして、障害児の通所支援などとともに一括して基準を定めている

ところです。 

 今回の改正は、保育所も認定こども園と同様の改正を行うことになりますが、こちらの

括弧書きの保育所に関する条例につきましては、所管の危機管理文化厚生委員会に付託さ

せていただいております。 

 そのタイトルの下の、条例改正の背景という欄を御覧ください。今般、昨年11月から本

年２月にかけまして、省令・告示が、①から⑧にわたって開催されました。本県の条例は、

一部の本県独自規定を除いて、この省令・告示に準拠する形で基準を定めておりますこと

から、今般の改正にあわせて、条例も必要な改正を行うものです。 

 下半分は、省令・告示の改正内容をまとめたものです。子どもの安全確保に関するもの

が中心でございます。 

 まず、送迎バス等の安全対策は、園児等の置き去りを防ぐため、乗り降りの際に点呼等

により園児の所在を確認すること、また、通園を目的とした、座席が３列以上ある自動車

を用いる場合は、ブザー等の見落としを防止する装置を装備することを、それぞれ義務づ

けるものです。 

 次の懲戒は、民法において親権者の懲戒権に係る規定が削除されたことに伴い、不要と

なる児童福祉施設の施設長の懲戒権の規定を削除するものです。 

 次の安全計画は、園児の安全の確保を図るため、安全計画の策定、研修及び訓練の実施

を義務づけるもの。 

 次の業務継続計画等は、感染症や非常災害時の業務の継続や、感染症、食中毒などの予

防及び蔓延防止に関して、いわゆるＢＣＰの策定や定期的な研修、訓練の実施を、こちら

は努力義務として規定するものです。 

 次の職員の配置等の「カ」は、障害児通所支援と保育所など併設する事業所におきまし

て、設備や職員を兼ねることを認めようとするもの。「キ」は、看護師などを保育士とみ

なす特例につきまして、現行、乳児４人以上の入所が要件であるところを、子どもの数が

減少傾向にあることを考慮して、それを緩和しようとするものです。 

 最後の虐待等の禁止は、保育所などでは従前から規定されております、子どもの心身に

有害な影響を与える行為の禁止の規定につきまして、確認的な意味合いで、認定こども園

においても明確に規定するものです。 

 右側、改正する条例欄を御覧ください。これら御説明した省令・告示の改正内容を反映

させるため、必要な条例改正を行うものです。 

 なお、認定こども園は４つの類型がありまして、上から、施設類型ごとの適用範囲と書

いてあるところですが、上から１つ目の、保育所と幼稚園の両方の基準を満たした幼保連
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携型や、２つ目の、保育所がベースの保育所型は、御覧のとおり多くの改正が適用されま

すが、学校であります幼稚園がベースの幼稚園型や、市町村の裁量で柔軟に運営ができる

地方裁量型につきましては「イ」から「カ」は適用されない形になっております。 

 条例の施行予定日は、「イ」の懲戒は公布の日から。その他については、令和５年４月

１日からとしております。 

 幼保支援課の説明は以上です。 

◎大石委員長 それでは、質疑を行います。 

◎塚地委員 最後に御説明をいただいた条例のことで教えていただきたいです。改正の内

容の主なものということで、上から３番目の安全計画について義務化されたという表現を

されていて、改正する条例の対象を見ると、保育所型の認定こども園にだけ「ウ」という

のがあるんですけど、それはそういうことなんですか。 

◎田中幼保支援課長 この「ウ」が、ほかの類型に入っていないのは、学校がベースであ

るところについては、既に別の法律、学校保健安全法に基づいて同様の計画をつくる義務

が規定されております。ですので、今般は保育所をベースにしたものについて規定すると

いう意味合いでこういう形となっております。あともう１つ、地方裁量型のほうは、本県

でも高知市内に２か所だけなんですけども、柔軟に運営ができるという観点でそこまでは

義務づけてないということでございます。 

◎塚地委員 安全計画は極めて重要なもので、必要な規定なんだとは思うんですけど、た

だ、今の保育所の現状でいうと、子どもの人数に対する保育士の定数も50年間、70年代か

ら変わっていないとか。今、全体として保育士を増やしてほしいという様々な運動の展開

とか、いろんなところで意見書も上がってきたりとかしてて、こういうことを義務化する

となったら、当然それにふさわしい職員、保育士配置というものが連動していかないと、

ひたすら労働強化になってしまうという問題点が出てくるのではないかということが不安

視されてるんですけど、その点はどんなふうなお考えですか。 

◎田中幼保支援課長 まず配置基準の改善につきましては、これまでもずっと要望してき

ているとこですし、こうしたことをやる上では、体制の充実は絶対に必要だと思います。

一方、安全計画、国も示しているひな形とかの趣旨でいくと、いわば安全点検とか必要な

訓練を、いつどうやって、どういうスケジュールでやるかという、シンプルな中身のもの

でもあります。こうしたものを各園で記載していただく中で安全対策を強化していこうと

いうことです。我々としても、園の体制とかも念頭に置いて、丁寧に助言などをしていき

たいと思ってます。 

◎塚地委員 安全性が確保されて意識化されるって大事なことですけど、ここに研修のこ

とも書かれていて、なかなか保育士のやりくりができなくて研修も行けないという実態も

あるので。国に対しての配置基準の改善について、県からも要望も出してくださってると
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いうことなんで、大いにそういうことをしっかりやっていただいて、必要な保育士をどう

確保するかという点も、ぜひ努力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎三石委員 就学前教育の充実。以前に比べたら本当に前進してると感じます。現状、課

題もこのとおりですわ。そこで、幼児教育推進費と、保幼小連携・接続モデル地域支援事

業、以前より予算ついてますよね。この２つの事業は、どれぐらいアップしたんですかね。 

◎田中幼保支援課長 まず下の、拡としている保幼小連携・接続モデル地域支援事業でご

ざいますが、ほぼ倍でございます。令和４年度が700万円余りになりますので、ほぼ倍にな

っております。その内訳は、先ほども御説明しましたが、保幼小連携・接続の取組の県内

全域への普及にかける経費として、ＤＶＤの作成であったりということに取り組もうとし

ているものです。 

 上の幼児教育推進費のほうは、拡とあるところは、２ポツ目の市町村教育長等を対象に

した研修の開催でございますが、こちらは事務費になりますので、28万円余りの増となっ

てます。 

◎三石委員 28万円。 

◎田中幼保支援課長 はい。 

◎三石委員 28万円。減少よりかね。多少上がってますわね。 

◎田中幼保支援課長 そうですね、28万円余りです。 

◎三石委員 それで、下のほうは２倍の予算がついたんだけれども、その接続モデルを実

際に今までやってきて、どういう成果があったわけですかね。 

◎田中幼保支援課長 春野東小学校区の１つの学校と、そこにある公立、私立の保育所や

認定こども園が集まって取組を重ねております。どういう取組かといいますと、接続期、

小学校に上がっていくときの教育の中身について、それぞれの先生方、園長先生と校長、

それから担任同士、年長児と小学１年生が４、５回ぐらいずつ話合いを重ねました。その

中で、我が校区ではどう接続期、子どもたちを育てていこうかというカリキュラムをつく

り上げたものです。カリキュラムをつくるのが目的ではなくて、話合いを通じてそれぞれ

の先生方が、現場で実践しフィードバックしているというのをお聞きしている状況です。 

◎三石委員 春野は高知市やけど、ここは言うたら何やけど小規模校ですよね。ほかの鴨

田とか神田とか、そういうところに比べたら非常に規模が小さいから、うまくいってるっ

ちゅうこともあると思うが。ぜひね、特に高知市のほうに、大規模なところにこういう取

組を広めていっていただきたいと思うんですね。例えば、神田小学校やったら、神田小学

校から西部へ行きますわね。鴨田とか。潮江やったら潮江南、東。やっぱりそういうとこ

ろにこのモデルを広めていってもらいたいと思うんですね。時間かかりますよ、本当に時

間はかかるけど、広めていってもらいたい。本当に大変な状況ですよ、今。具体的に言う

たら、はっきり言うて今の潮江ももうぐちゃぐちゃやしね。情報が入ってるでしょ。潮江、
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朝倉、一宮。もう小学校へ入ってきたときから駄目なんで。それを中学校が持たないかん

でしょ。いかに保幼小中の連携が大事かっちゅうね。ここへ現状も課題も書かれてるわけ

ですから、すぐによくなるというようなことじゃないけどね。これは時間かけてでもやら

ないかんですね。三つ子の魂百までということがありますのでね。 

 それと、保幼小中連携モデルの29万7,000円は、どんながやったですか。 

◎田中幼保支援課長 ここの資料に記載してるのが、自治体全体で不登校対策等を推進す

るモデル事業と書いておりますが、１つの市で、保幼小中を連携して一気通貫的に教育を

充実させていこうという取組でございます。金額を29万7,000円としておりますのは、この

取組は幼保支援課とともに、人権教育・児童生徒課も一緒に支援をしておりまして、当課

分としての計上をしているものでございます。今年度から３年間での指定を進めていると

ころです。 

◎三石委員 それと物すごく関係しとるのは、小中学校課との関係ですね。そこら辺りの

連携とか情報交換を今まで以上にやっていかないかんと思うんです。過去、委員会の中で

小中学校課との関係が薄かったですよね。そんな感じが物すごくするんですけど、そこら

辺りどう思ってるのか。現状と、これから先のことを言っていただいたら。 

◎田中幼保支援課長 県教育委員会内の連携というものは、これまでも繰り返し御指摘を

いただいております。保幼小連携について言えば、プロジェクトチームを教育委員会内に

設置しております。小中学校課、幼保支援課、教育センター、教育事務所、そして高知市

にも入っていただいております。今年度で言えば年４回、会議を重ねてきているところで

す。 

 来年度は、先ほど申し上げた、高知市内のモデル地区の取組を県内全域に普及していく

段階ですので、今まで以上に、我々とともに小中学校課や教育事務所と一緒にやっていか

なきゃいけないと思ってますし、そういう話をして進めているところです。 

◎三石委員 ぜひ。過去、物すごく児童生徒が集まる高知市と県が、どうしても協力関係

が薄かったんですよ。むしろお互いが拒否し合うような状況が長いこと続いたんです。ほ

んで徐々に時間をかけてね、年々、高知市との連携というか、高知市教委と県教委との連

携とか協力体制とかができてきたなっちゅうことを感じます。高知市の教育長も替わり、

県の教育長も替わり、２人とも現場でやってこられた先生ですから、いかにその連携が大

事かということをよく承知しとると思うんだけども。これから何をやっていくにしても、

高知市との連携が物すごく大事になってくると思うんだよね。高知市がかちっといけば他

の郡部にも影響しますよ。波及効果が非常にありますよ。幾ら郡部がかちっと小規模校で

やれたって、高知市内の小学校、中学校、保育園が荒れとったら、なんだっちゅうなこと

もなるし。たくさんの児童生徒がおるところですからね。高知市と県とのその連携、これ

から先のことの見通しや、その思いというのを教育長から聞かせていただいたらと思うん
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ですけどね。 

◎長岡教育長 やはり高知市と県との連携というのは、非常に大切だと考えております。

今年度につきましても、県市の教育長同士の話合いの会は公式なもので３回、それ以外で

も複数回とっております。そして、先ほどの保幼小の連携。私のほうも、この春野西には

見に行きました。そこに高知市の教育長も来る予定でしたけど、体調を崩されて。ただ、

こども未来部の部長が来られて、そこを一緒に見て、やはりこういうのを高知市の中で広

げていかなきゃいけないねという話もしております。それから県市の教育長会の中でも、

やはり保幼小の連携を取り上げて話もしてきたところです。さらに、今委員おっしゃって

いただいたように、高知市で現状どういう学校が厳しい状況にあるのかといったことの情

報交換をしながら、そこへの手だてを具体的に一緒に考えていきましょうというような話

し合いもしているところです。今後ますます、さらにパイプを大きくして情報交換しなが

ら協力して、高知市への対応を強化していきたいと考えております。 

◎大石委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、幼保支援課を終わります。 

 お諮りいたします。 

 以上をもって本日の委員会は終了として、この後の審査については、あした14日に行い

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

（異議なし） 

◎大石委員長 それでは、以後の日程については、あした14日火曜日の午前10時から行い

ます。 

本日の委員会は、これで終了いたします。 

（16時35分閉会） 

 

 

 

 


